
　わが国では原子力および放射線の平和利用
のための研究開発を始めて半世紀が経過しま
したが、広範囲に環境汚染を発生させた昨年
の東京電力福島第一原子力発電所の炉心溶融
事故は、原子力利用開発に携わってきた関係
者に悔悟と反省を促し、大きな試練と変革を
もたらしています。人類が原子力エネルギー
を解放して以来、その利用開発に伴って必然
的に生ずる放射性廃棄物については、生活・
生態環境からの隔離を原則に、安全な処理処
分方策が確立されつつある今、広範な環境汚
染と膨大な量の放射性廃棄物を前に、あらた
めて問いが突きつけられています。放射性廃
棄物の安全な保管は？処理は？処分は？
　これらに応える方策は、本誌前号及び前々
号の巻頭言に尽きるため繰り返しませんが、
この喫緊の課題に対しては、産学官をあげて
原子力関係者は結集、連携する必要があるこ
とは論を待ちません。
　事故後、当財団は福島県を中心とする汚染
地域の物心両面の復興・復旧を緊急課題とし
てとらえ、除染ガイドラインの策定、除染実
証事業や除染技術開発事業への参画、放射線

や汚染廃棄物の安全な取扱いの普及・啓蒙な
どおいて支援活動を展開してきたことは、本
誌に紹介してきた通りです。今後も当財団の
責務として活動を継続してまいります。
　一方で、当財団では事故後３か月の昨年６
月、大学・民間企業等の保有する低レベル放
射性廃棄物の集荷・保管・処理を担う「物流
システム事業」の事業主体となることを公表
し、当財団内に事業準備室を立上げました。
それまでの３年間に亘る技術的課題や事業化
に関する調査検討を踏まえ、関連機関・企業
で構成される連絡会議での総意に基づき負託
されたものです。
　当財団では、物流システム事業の公益性に
着目し、この事業を現在移行申請中の新公益
法人における中核事業に据え、早期の実現に
向けて一丸となって事業準備に取り組んで行
く所存です。
　最後になりましたが、去る１０月１日に森専
務理事の後任として、専務理事及び物流シス
テム事業準備室長を引き継ぎました。当財団
の活動に対するご理解とこれまでにも増して
ご支援とご協力をお願いいたします。
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１．申請に至る流れ

　平成２４年６月の理事会及び評議員会で申請
に必要な事項の機関決定を行った後、平成２４
年７月には最初の評議員会選定委員会を開催

し、移行登記時に就任する最初の評議員１２名
を選任した。そして、申請に必要な申請書類
及び添付資料を準備し、内部での最終的な
チェック及び承認を得て、８月２３日に内閣府
の公益法人�������	���の電子申請システム
を活用し公益移行認定の電子申請を行った。

RANDECにおける公益法人制度改革への取り組み（その３）

総　務　部

　前号（������ニュース　��．９１）で紹介したように、理事会及び評議員会における必要事
項の機関決定を受け、申請書類及び添付資料の準備を行った後、公益法人�������	���の電子申請
システムにより、８月２３日（木）に公益移行認定の申請を行った。
　本号では、公益移行の意思決定から申請に至る経過及び申請内容の概略を紹介する。

�������	
��

�������	
��

定例理事会で 
公益移行方針の承認

臨時理事会で 
最初の評議員選任方法の承認

最初の評議員選任方法に関する 
文部科学省の認可取得

定例理事会で 
定款等基本文書の審議

定例理事会・定時評議員会で 
主要文書承認、役員選任

最初の評議員選定委員会で 
最初の評議員の選任

電子申請により 
公益移行認定の申請

公益認定等委員会事務局面談

公益財団法人への 
移行登記・事業運営開始

H23.6

H23.12

H24.2

H24.3

H24.6

H24.7

H24.8.23

H24.9～

H25.4.1 
（目標）

�������	
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２．申請の内容

　公益財団法人としての������が目指す
事業の概要を、申請内容との関連で紹介す
る。������が事業を実施する目的を、新
法人の定款において「原子力施設の廃止措置
及び原子力開発利用に伴い発生する放射性廃
棄物の処理・処分の原子力バックエンドに関
する事業の実施及びその成果等の普及を通じ
て、地球環境の保全及び原子力開発の円滑な
発展並びに国民が安心できる安全な社会の形
成に資することに努め、もって科学技術の振
興に寄与すること」と規定し、“公益社団法人
及び公益財団法人の認定等に関する法律（平
成１８年６月２日法律第４９号）”（以下、「認定
法」という）の第２条関連の別表で定められ
ている２２の公益目的事業のうち、「１　学術
及び科学技術の振興を目的とする事業」と「１６
　地球環境の保全又は自然環境の保護及び整
備を目的とする事業」に該当するとして申請
書に記載している。

　また、新法人の行う事業は「放射性廃棄物
等の集荷・処理・処分の実施及び放射性廃棄
物等原子力バックエンドに関する調査研究並
びに成果普及事業」として公益目的事業１つ
のみとし、収益事業及びその他の事業はなし
として申請した。

　公益目的事業の内訳としては、
（１）放射性廃棄物等の集荷・処理・処分の実

施
（２）放射性廃棄物等原子力バックエンドに関

する調査、研究
（３）放射性廃棄物等原子力バックエンドに関

する成果の普及
（４）その他この法人の目的を達成するために

必要な事業
とし、将来事業という位置づけにはなるが、
放射性廃棄物等の集荷・処理・処分の実施、
いわゆる“物流システム事業”を主たる事業
として位置づけた。

　新法人では、“物流システム事業”が主たる
事業となることから、公益移行認定の申請に
際して、新法人の名称は従来のものから“研
究”を取り、「原子力バックエンド推進セン
ター」とした。

３．申請後の状況

　８月２３日の申請後しばらくは待ちの状況で
あったが、９月１４日に公益認定等委員会事務
局の担当者から連絡があり、９月１９日に第１
回目の面談が実施された。

　当方からは３名が出席し、“物流システム
事業”の概要及び収支構造等の特色を説明し、
その後提出した申請書に関するコメント及び
修正依頼があった。
　修正依頼の主な内容は、定款での若干の文
言の修正、財務基準関連の添付資料間での数
値の不突合（表示単位の違いによる不突合等）
の解消等の修正依頼と、“物流システム事業”
関連での説明資料の追加提供等の要請があっ
た。
　この要請を受けて、申請書類の修正及び
“物流システム事業”の必要性や取組の経緯等

�������	
����
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に関する追加説明資料の作成を行い、１０月４
日に２回目の面談が行われた。当方からは４
名が出席して修正内容の説明・協議を実施し、
内閣府の了解が得られたので、翌１０月５日に
内閣府の公益法人�������	���の電子申請シ
ステム上での第１回修正作業を行い、受付け
られた。その後１０月１２日及び１１月８日に追加
の修正依頼があり、１０月２４日、１１月９日に修
正データを更新し、現在は公益認定当委員会
の事務局及び担当委員による確認作業が行わ
れている。

４．新法人での会員制度について

～寄附金優遇税制の適用

　当法人の会員制度に関しては現在見直しを
実施しており、新法人への移行登記とは切り
離して平成２５年４月１日から新たな会員組織
での運営を実施する予定である。ここでは新
たな公益法人制度への移行に伴い、公益法人
（＝特定公益増進法人）に適用される“会費に
対する寄附金優遇税制”の概要を紹介する。

　これまでの������では調査研究が事業
の主体であり、“物流システム事業”は事業を
実施するための「研究段階」（実施の要件調査、
事業計画等）であったが、これからは“物流
システム事業”を主力事業として位置づけ、
事業化に向けての「実施準備段階」に移るこ
とになる。しかも、“原子力バックエンドに
関する調査研究”と“物流システム事業”と
は相互に密接に関連し不可分であることか

ら、これまでは２つあったデコミ技術に関す
る“賛助会”と物流システム事業に関する
“廃棄物事業推進協力会”を統合し、平成２５年
度からは一体的に運営することにした。

　新たな公益法人制度改革の下での公益法人
においては、公益社団法人の場合は“一般社
団法人及び一般財団法人に関する法律（平成
１８年６月２日法律第４８条）”（以下、「法人法」
という）の第２７条の「社員は定款で定めると
ころにより、一般社団法人に対して経費を支
払う義務を負う」という規定を受け、社員が
支払う会費は“支出義務”のあるもので寄附
金ではないとされている。しかし、公益財団
法人においては「賛助会費は、認定法上は基
本的には寄付金に該当するものである」とい
うのが内閣府の公益制度移行に関する���
での公式見解である。

　最終的には所轄税務署の判断によることに
なると思われるが、公益認定後の新法人は特
定公益増進法人に該当すること、先行してい
る公益財団法人では、受取った会費に対して
“当法人の主たる業務（＝公益目的事業）に使
用します”旨の記載をして「領収書」を発行
していることから、公益財団法人に対して会
員が支払う会費は寄附金とみなされ、会費を
支払った（＝寄附をした）会員は寄附金優遇
税制の対象となり、一定額を損金算入するこ
とができると見られている。
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　福島県の環境回復プロジェクトが環境省を
中心に進められていますが、������も除
染技術・廃棄物減容技術等について民間会社
と提携して技術開発に協力しています。環境
回復の主要課題は、年間被ばく量１���以下
を目標とする環境除染を確実に且つ効率的に
実施することです。
　������では、環境中の放射能汚染を可
視化して表示できるガンマカメラの適用を日
立コンシューマエレクトロニクス�と共同で
進めています。ガンマカメラはピンホールカ
メラと同じ原理で、フィルムの代わりに多数
の半導体センサーで入射するガンマ線を検出
します。半導体センサーを微細化すること
で、入射方向ごとのガンマ線データが得ら
れ、光学写真と合成することで、ガンマ線の
発生源（汚染箇所）を可視化することができ
ます。実際の測定例を下図に示しますが、道
路脇の草地・土手などが汚染箇所であること
がわかります。このように事前に汚染箇所が

可視化できれば除染作業を確実に且つ効率的
に実施できます。また、除染の必要性有無の
判断や住民への安心を提供できるデータにな
るものと考えております。
　ガンマカメラは、云わば放射線を可視化す
る技術ですが、これまでフィールド測定に実
績が少ないため、日立コンシューマエレクト
ロニクス�と共同で現地でのフィールド試験
データを蓄積し、環境省・各自治体及びゼネ
コン等の除染受託会社等にその有効性を示す
活動を実施しています。これまで、除染前後
の農家・工場、屋敷林、除染廃棄物集積場、
高速道路等の測定を行い、比較的線量の高い
地域及び除染後の低い地域にも適用できまし
た。また、屋敷林からの放射線量率寄与割合
を定量的に評価できることも確認しており、
樹木伐採の判断の参考にもできます。上記の
ようにガンマカメラは、環境回復活動及び住
民の安心感を得るのにきわめて有効な手段で
あり、今後の普及活動に努めて参ります。

除染事業者等への支援について

事業計画部　泉田　龍男　
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　当財団では、除染作業や汚染廃棄物の取扱
いにおける作業者や一般の方々の安全確保の
ため、汚染廃棄物の運搬や保管に際して放射
線量を効果的に低減する容器等の開発に協力
し、遮へい性能試験に関する技術指導や得ら
れた結果の分析・評価、遮へい解析コードに
よる遮へい性能評価などの技術的支援を行っ
ています。ここでは、前号の「環境回復に係
る技術支援、除染技術開発実証事業」で紹介
した３つの事例について詳解します。

（１）放射性物質遮へい容器とバックの開発

（�サンメック）

　本開発は、経済産業省の平成２３年度震災復
興技術イノベーション創出実証研究事業に採
択されました。開発のコンセプトは、除染作
業や汚染廃棄物の取扱いなど様々な状況にお
いて、手軽に簡便に取り扱いできかつ実用上
十分な遮へい性能を有する容器を安価に提供
することです。
　遮へい性能を向上させるためには遮へい体
を厚くしたり、タングステンなどを使うなど
が考えられますが、重量や価格が問題となり
ます。本実証試験＊１により、身近な材料であ
る鉛毛や鉛板、鉄板を用い、汚染廃棄物の放
射線量や用途に応じて適切な遮へい性能を持
たせたり、汚染廃棄物の発生量や形態を考慮
した様々な容器を手ごろな価格で提供するこ
とが可能となりました。
　鉛毛を用いたキャリィ型の小型遮へいバッ
クを写真１に示します。均質な汚染廃棄物に
対して２��厚の鉛毛で約６０％の遮へい効果
があり、一般家庭から発生する汚染土壌や汚
染廃棄物の一時保管、一次集積場への運搬な

どに有効です。写真２に示す遮へい容器は、
２００�オープンドラム缶用に開発され、２��
厚の鉛板で６０％超える遮へい効果を得まし
た。２００�ドラム缶は汚染廃棄物の収納容器
として従来から使用されており、飛散・流出
防止が図れるとともに取扱いも容易です。
　これらの製品は、今後の汚染廃棄物の保管
や貯蔵の仕組みに依存しますが、経済性の観
点から、汚染廃棄物の発生場所と集積・保管
場所の間での�通い容器�としての役割を想定
しています＊２。また、市販のフレコンバック
用として、鋼板を用いた角型遮へい容器も開
発しています（写真３）。

（２）福島県産天然黒石を用いたコンクリート

容器の開発（�篤美）

　福島県産の黒石は��成分に富み比重が大
きいため、コンクリートの骨材等に用いるこ
とにより、普通コンクリートに比べ放射線の
遮へい性能を向上させることが期待されます。
　本開発においては、普通コンクリート、黒
石骨材コンクリート、鋼板張黒石骨材コンク

専務理事　澁谷　　進
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リート、黒石内貼りコンクリート、黒石無垢
材で５～１５��の厚さの試験片（３０��×３０��）
を制作し、各試験片の放射線透過率を測定し
ました＊１。その結果、厚さ１０��では普通コン
クリートに比べて、黒石骨材コンクリートは
約７％、黒石無垢材は約２５％遮へい能力に優
れていることが確認されました。コンクリー
トの比重を増すことにより遮へい性能を向上
させることができますが、天然黒石は通常用
いられる骨材と同等に使用することができる
ため、有効な手段となります。
　今回の様々な試験片単体での遮へい率（１
－放射線の透過率）の測定データを、比重と
厚さの積として定義する「面密度＝比重×厚
さ」の関数として整理したものを図１に示し
ます。ここで各試験片の比重は、単に総重量
を総体積で除した値で、この結果からは石
材・コンクリート系の材料に対する遮へい性
能は、遮へい体のミクロな構造にはあまり依
存せずマクロな値である面密度から予測可能
であることが分かります。
　図には、これらの材料で制作したコンク
リート容器（内容積１�３）に均一に汚染廃棄
物を収納した場合の遮へい率を���コード
（�������	
）で計算した結果も合わせて示
していますが、収納物の自己遮へい効果等に
より、容器としての見かけの遮へい性能は向
上することが分かります。
　今回開発された黒石骨材コンクリート容器
では、多目的かつ様々な状況におけるニーズ
に応じて、適切な遮へい性能を有する容器を
提供可能で、既に複数の除染の実施現場や除
染技術の開発試験現場などにおいて、汚染廃
棄物等の安全保管に活用されています（写真
４）。
�

（３）鉄鋼スラグを用いたコンクリート容器の

開発（一般社団法人放射性廃棄物遮蔽研

究所、�長大、�ヤマックス）

　本開発の目的は、通常の石材の代わりに��
成分に富む鉄鋼スラグを骨材に用いて、効果
的にコンクリートの比重を増すことにより遮
へい性能向上させるものです。
　骨材に鉄鋼スラグを用いたコンクリートと
普通コンクリートを用いた容器（内容積１�３）
について、���コードによる計算により比較
検討しました。収納する汚染物には現実的な
想定として、��－１３４と��－１３７を２対３で含
む汚染土壌としました。
　その結果、実用的な壁厚の容器において
は、鉄鋼スラグを用いて比重を高めたコンク
リート容器（比重�３．０）が普通コンクリート
容器（比重�２．３）に比べ放射線量率では４０～
５０％の低減効果の向上を期待できると評価さ

���������	
�������

���
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れました。
　写真５は試作されたコンクリート容器で、
大きな特徴は外形を六角形にしたことです。
立方体容器に比べ、取扱が容易であり、フレ
コンバックを無駄なく収納でき保管スペース
を最小限に、また、複数基を連結して設置す
ることにより所謂ハニカム構造を形成し強固
な構造物にすることができるメリットがあり
ます（写真６）。

＊１遮へい性能に関する基礎データは、東京都
立産業技術研究センターにて��－１３７線源
を用いた放射線透過率の測定より取得し
た。

＊２長期間の使用にも遮へい性能を維持できる
ことを確認するため耐久試験を継続してい
ます。

���

���
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解説　改正された除染電離則について

パートナーズ・ネットワーク会員　桜井　直行

１．除染電離則の制定、改訂の経緯

　放射線利用施設で働く労働者の安全を守る
法令として、労働安全衛生法があり、その下
に電離放射線障害防止規則（電離則）がある。
　２３年３月１１日に起きたマグニチュード９．０
の東北地方太平洋沖地震とそれに伴う津波に
より東電福島第一発電所で爆発事故が発生
し、大量の放射性物質が周辺環境に広範囲に
飛び散った。住民の生活を復興するために、
低汚染地区から順次放射性物質の除去や運
搬、保管作業が開始された。しかしながら従
来の電離則は研究所や企業などにおいて、放
射線、放射性物質を主に屋内で、かつ管理さ
れた状態で取り扱う場合を前提としており、
市街地、農地、山林など屋外に広範囲に拡散
沈着したものの除染作業は全く考えられてい
なかったため、適用に無理があった。
　そこで、除染作業に従事する労働者の安全
を確保する目的で、労働安全衛生法の改正が
あり、除染電離則、正式名は「東日本大震災
により生じた放射性物質により汚染された土
壌等を除染するための業務等に係る電離放射
線障害規則」（２４年１月１日施行）が制定さ
れた。
　この規則の特徴の第一は地域限定であるこ
とである。すなわち放射性物質汚染対処特措
法において除染特別地域あるいは汚染状況重
点調査地域として指定されている場所にのみ
適用される。ちなみに、除染特別地域とは福
島県内の１１市町村、汚染状況重点調査地域は
岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、
千葉県内の１０４市町村である（平成２４年２月指
定）。特徴の第二は除染関連業務に限定され
ていることである。すなわち、汚染された草

木、土壌、工作物等からの放射性物質の除去
業務、およびそれに伴う汚染物の収集、運搬、
保管（廃棄物収集等の業務）である。
　その後、現地では上記に定義された除染作
業そのものではないが、道路の補修、田畑の
手入れ、家屋の修理など多くの再居住に向け
た取り組みがなされるようになってきたの
で、それらに従事する労働者の安全も同時に
確保するため、この除染電離則に新たに「特
定汚染土壌等取り扱い業務」と「特定線量下業
務」が追加され、２４年７月１日施行となった。
前者は土壌に触れる作業であるが除染そのも
のではない作業、後者は土壌に触れることは
ないが放射線量の高いところで実施される作
業となっている。そしてこの追加部分では、
従来の除染作業に比べ、いくつかの点で義務
付けが軽減されている。

２．重要事項の解説

　改正があったため条文が複雑となり、現地
で除染作業を請け負う事業者にとっては、い
ささか分かりづらい規則となってしまったこ
とは否めない。別表に概略を示したが、詳細
は条文、ガイドライン＊１およびテキスト＊２類
を参照されたい。ここでは特に重要と思われ
る事項を選択して解説する。

２．１　適用範囲

　この除染電離則が適用となるのは上述の作
業内容および地域に限定されているがさらに
放射性物質濃度、空間線量などの制限があ
る。すなわち廃棄物収集と特定汚染土壌取り
扱いは、１万�����＊３を超える除去土壌や汚
染廃棄物に限定されておりそれ以下の濃度で
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は適用除外となる。また作業場所の空間線量
率が特定線量下業務では２．５μ����以上、そ
の他の業務は０．２３μ����以上で適用となる。

２．２　被ばく線量測定

　個人線量測定は、外部線量について作業場
所の空間線量率が２．５μ����以上の場所では
作業者全員、それ以下の場合は代表者のみに
線量計を携帯させるか計算で求めるなどのな
どの軽減措置がある。内部被ばく測定は、土
壌等を扱う除染等業務に限定され、粉塵濃度
の状況、放射性物質濃度より扱いが異なって
いる。５０万�����を超える高濃度汚染土壌で
かつ高濃度粉塵作業の場合は３ヶ月ごとに内
部被曝検査が必要であるが、それ以外では検
査の必要性を判断するためのスクリーニング
検査をまず実施する。具体的には防塵マスク
フィルター表面で１万���、鼻孔のスミアテ
ストで１０００���を超えていなければ内部被曝
測定は不要である。ここで規定される５０万
�����を超える高濃度汚染土壌の存在は、ほ
ぼ除染特別地域に限定され、汚染状況重点調
査地域の大部分はそれ以下の濃度である。

２．３　事前調査

　作業場の放射線状況を知るために、作業着
手前に事前調査が必要である。基本的には現
場の状況、平均空間線量率、土壌中のセシウ
ム濃度の測定が行われる。作業場所の空間線
量率は、基本的な方法として作業場を１０００�２

に区切り、その４隅と対角線の交点の５カ所
を測定して平均を求める。汚染の分布が不均
一な場合は、労働時間で補正をする。この線
量率測定は高さ１�で行う。また、土壌中の
セシウム濃度はサンプルを採取して実験室で
測定することを標準としているが、その他に
簡易的な方法として、プラスチック容器に詰
めた土壌の表面線量率から求める方法、農地

や森林の高さ１�での線量率から１万�����
を超えているか推定する方法が示されている。
　これらは除染作業結果の評価に用いられる
測定＊４とは、測定ポイントが異なるので混同
しないように注意が必要である。

２．４　作業計画と作業指揮者

　平均空間線量率が２．５μ����を超える場所
で除染等作業をする場合、あらかじめ実施さ
れた事前調査の結果をもとに作業計画を作成
する。作業計画には作業場所と方法、被ばく
線量の測定法および低減方法、使用する機械
器具等の種類と能力、異常時の応急措置など
を記載する。作業指揮の能力のある者を作業
指揮者に指名し、この作業計画に沿った現場
の管理をさせることが求められている。具体
的な職務として、除染等作業の手順、従事者
の配置の決定、使用する機器の点検、健全性
の維持、放射線測定器、保護具が正しく使用
されていることの監視などがある。

２．５　放射線管理体制

　この除染電離則では規定されていないが、
その解説である基発１２２２第６号（２３年１２月２６
日付）では元方事業者による被ばく状況の一
元管理が求められ、そのために放射線管理者
を選任し、安全衛生統括者の指揮のもとで関
係請負人を含む従事者の被ばく管理を実施す
ることとなっている。この放射線管理者は放
射線関係の高度な知識を要求されるので、国
家資格の所有者や専門教育を修了した者が望
ましいとされている。また規模に関わらず除
染事業者は放射線管理担当者を置くことが求
められている。

２．６　特殊健康診断

　除染業務に従事する者には、作業開始前お
よび作業開始後は定期的に法令で定める健康
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診断（いわゆる特殊健康診断）を受診させる
必要がある。被ばく量によりいくつかの項目
を免除する規定がある。健康診断の記録の保
存、本人への通知、医師の意見聴取の義務な
どが事業者に課されており、一般の事業とは
扱いが異なるので注意が必要である。

３．おわりに

　この汚染電離則で定めていることは放射線
安全上の最低限の遵守すべき事項であり、除
染作業の発注者の仕様書によっては上乗せ基

準を定めているものがある＊５�。従って除染
作業を受注する場合はこの電離則と発注者個
別の要求事項を充分に調べておくことが大切
である。またガイドブック、指針類は適宜改
訂されるので最新版を入手するようにしなけ
ればならない。
　なお、この除染電離則は除染およびそれに
関連する業務を事業として実施する事業者、
労働者に適用される規則であるが、みずから
除染を実施しようとする住民、ボランティア
にも準用可能であることを付け加えておく。

＊１：厚生労働省：除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン（平成
２４年６月１５日）。

＊２：厚生労働省：除染等業務特別教育テキスト、特定線量下業務特別教育テキスト（平成２４年
６月１５日）。

＊３：放射性物質の定義量１０����に等しい。
＊４：環境省：除染等の措置に係るガイドライン（平成２３年１２月）。
＊５：福島県：除染業務に係る技術指針（２４年１月）、環境省：除染処理業務放射線管理要領

（案）。
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特定線量下業務特定汚染土壌等
取り扱い廃棄物収集土壌等の除染等

除染等業務以外のもの１万�����を超える除
去土壌や汚染された廃
棄物を取り扱う業務で
左の２種以外の作業

１万�����を超える除
去土壌や汚染された廃
棄物の収集、運搬、保
管。処分作業は含まな
い

汚染された土壌、草
木、落ち葉、汚泥等の
除去、拡散防止作業。
処分作業は含まない

作業内容

除染特別区域、汚染状況重点調査区域適用場所

２．５μ����以上０．２３μ����以上空間線量率

１００������、５０�����。女性は３ヶ月５���。妊婦内部被ばく１���、腹部表面２���被ばく限度

２．５μ����以上
の場合

２．５μ����以上の場合は作業者全員測定器装着、それ以下の場合は代表
者または計算で可

外部被ばく線量
の測定

不要

左記以外高濃度汚染土壌等
（５０万�����超）

内部被ばく測定、
または検査

スクリーニング
検査３ヵ月に１回高濃度粉塵作業

（１０����２超）

スクリーニング
検査

スクリーニング
検査上記以外

３ヶ月、１年、５年ごとの合計値、女性は１ヶ月、３ヶ月、１年ごと。３０年間保存線量の測定記録

平均空間線量率場所の状況、平均空間線量率、セシウム濃度作業場の事前調査

１�高さ、線量の高いところ３点１�高さ、１０００�２ごとに５点作業場空間測定

作業開始前、２週間ごとあらかじめ測定頻度

不要

２．５μ����以上
の場合のみ◎◎作業計画作成

２．５μ����以上
の場合のみ◎◎作業指揮者

２．５μ����以上の場合のみ作業の届け出

限度を超えた被ばく、吸入摂取、４０�����２以上の固着身体汚染、傷口汚染診察等

不要

不要◎◎粉塵発生防止

◎×容器の使用

作業場境界付近、共同利用可、測定器、洗浄設備、汚染物一次保管場所汚染検査場所

４０�����２を超えないこと表面汚染検査

防塵マスク等の使用．高濃度粉塵、高濃度汚染では捕集効率９５％以上呼吸保護具

長袖、長ズボンの作業着。高濃度粉塵、高濃度汚染では化学防護服保護衣

指定された場所以外原則禁止喫煙、飲食の禁止

学科２．５時間学科３．５時間、
実技１時間学科４時間、実技１．５時間特別教育

不要２．５μ����以上
の場合のみ雇い入れ時、配置転換時、６ヶ月ごと特殊健康診断

元方の一元管理、放射線管理者の選任、各事業者は放射線管理担当者の選任安全管理体制

１８歳未満は就業禁止、１日１０時間以内就業制限

�

�

�

�
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　平成２４年度廃棄物事業推進協力会（以下、
「協力会」）が平成２４年１０月２５日に開催されま
した。協力会は平成１３年より我が国における
��・研究所等の廃棄物の処理・処分事業（以
下、「廃棄物事業」）の円滑な推進に資するた
めに廃棄物事業に関する当財団法人の諸活動
等にご協力、ご支援を頂くとともに、所要の
情報交換を図ることを目的として設置し、活
動を続けてきています。
　協力会では、会長である当財団の菊池理事
長の開催の挨拶に引き続き、日本原子力研究
開発機構（以下、「原子力機構」）埋設事業推
進センターのセンター長宮本陽一様から、平
成２０年度の法律改正により低レベル放射性廃

棄物の埋設処分事業の実施主体となった原子
力機構が、国の基本方針を受けて平成２３年度
の実施計画に基づき実施した「研究施設等廃
棄物埋設事業の進捗状況」の主な内容として、
埋設施設の概念設計の実施、立地環境条件に

関する技術的検討、埋設施設の立地の選定に
係る基準・手順の検討、埋設施設の総費用・
収支計画及び資金計画の策定、処理単価及び
受託契約に係る検討、輸送・処理に関する計
画等の取り組み状況が報告されました。
　当財団からは大学・民間等廃棄物の物流シ
ステム事業の準備状況について、泉田物流シ
ステム準備室事業計画部長より平成２３年度の
実績や平成２４年度に進めている物流システム
事業準備の内容を報告しました。その内容
は、公益事業を目指した事業計画として事業
リスクの試算、廃棄物数量変動ケースの試
算・評価、基本リスクケースの設定、技術検
討として廃棄物情報の調査、設備準備として
ウラン除染に適用可能な除染技術の調査、廃
棄物処理委託意思確認結果等について報告を
行いました。
　また、東京電力福島第一原子力発電所事故
に伴う環境再生事業への当財団の取り組みに
ついて、澁谷専務理事より報告を行いまし
た。併せて当財団の公益法人制度改革への取
り組み状況と今後の予定、新公益法人として
の事業目的や内容及び会員組織の見直しにつ
いて報告しました。
　協力会には、３６社４８名の方々の参加があ
り、熱心な意見交換が交わされました。ま
た、協力会の報告に引続いて行われた懇親会
では協力会員相互の交流が図られました。
　今後とも皆様方の一層のご支援、ご協力を
宜しくお願い致します。

RANDECの事業・活動に関する近況報告

総務部　大澤　政雄　
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技術部　室井　正行
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１．背景・目的

　������では大学・民間等で発生する研究
施設等廃棄物の集荷・処理を行う「物流シス
テム」の事業準備を進めている。扱う廃棄物
の多くはウラン廃棄物であり、これに含まれ
るウラン量を精度よく測定する技術の開発を
（独）日本原子力研究開発機構�人形峠環境技
術センターの協力を得て実施してきた。
　廃棄物の種類によらず適用可能で、装置、
測定が簡便な外部ガンマ線計測法を採用し、
当面は２００�ドラム缶に収納された廃棄物を
対象とすることとした。このとき、内容物の
密度及びウランの偏在による評価誤差を低減
することが課題となる。これを解決するため
に、人形峠環境技術センターで考案された
“等価モデル”の適用性を評価した。

２．“等価モデル”について

　従来の外部ガンマ線計測では、一定のウラ
ン量であっても廃棄物密度及びウランの分布
に応じて計数率はいろいろな値を取る。この
ため、容器を回転させて擬似的平均化を行っ
たり、トモグラフィーから求めた密度分布を
考慮するなどの改善が行われてきたが、誤差
の抑制や誤差評価において十分とはいえな
かった。“等価モデル”は、計数率に加え遮蔽
の程度を評価指標に導入し、これらの相関を
利用して誤差の低減を図るものである。
　測定は、ドラム缶中心から一定の距離で検
出器位置を変えて行う。測定するガンマ線は
�－２３８と平衡にある��－２３４�の１００１���及び

７６６���である。この２本のガンマ線の強度
比はガンマ線が透過する経路の遮蔽の程度を
示す指標となる。角度を変えた測定で得られ
る１００１���の計数率の平均値と１００１���、
７６６���のピーク比の平均値の関数との２次
元空間において、ウラン量が一定であれば直
線関係があることを利用して、検量線を作成
し、それとの位置関係からウラン量の評価を
行う。

３．検討内容

　密度が均一な充填物でウラン線源の位置を
ドラム缶中心から外側に変化させて検量線を
作成した。廃棄物の偏在・材質、ウラン線源
の配置をパラメータとした模擬廃棄物で試験
を行った。検量線作成、模擬廃棄物試験とも
同量のウランを用いた。
　試験結果は直線で示した検量線にほぼ一致
した。検量線との乖離から相対誤差は２０％程
度と評価された。また、������法に基づく検
出限界濃度は、天然ウラン換算で１．２����と
見積もられた。

４．まとめ

　“等価モデル”を適用することで従来よりも
少ない誤差でウラン量が評価できることが確
認できた。報告会、学会発表、論文投稿によ
り、この成果をウラン廃棄物発生事業者に発
信しつつ、具体的な測定条件の合理化検討を
行い、早期の実運用を目指している。
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計数率と遮蔽効果の間に直線関係があり、
直線からのばらつきが誤差となる。

������
�
�

�
�
�計数率のばらつきがそのまま誤差

となる。
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外部機関の活動状況紹介

日揮株式会社
産業・国内プロジェクト本部　沼田　　守

�������	
������������������

１．会社概要

　日揮株式会社は、１９２８年に設立された日本
初のエンジニアリング会社です。事業領域
は、天然ガス、石油、石炭、石油化学などの
化石資源領域から、原子力、再生可能エネル
ギー、水、医薬、化学などの非化石資源領域・
産業分野と多岐に及んでいます。弊社は、こ
れまでに中近東、アフリカ、南米、東欧など
７０カ国で２万件以上のプロジェクトに参画
し、成功に導いてきました。最近は、プロ
ジェクト遂行サービスに加えて、顧客事業を
ライフサイクルの視点で捉えた新たな事業の
構築提案やオペレーション、メンテナンス及
びシステムソリューションまでを含む総合的
なサービスを提案しています。

２．原子力分野の事業

　弊社は、原子力分野において、核燃料サイ
クル全般、核融合関連施設及び加速器施設等
で実績を積み重ねてきました。核燃料サイク
ル分野では、使用済核燃料の再処理工場、原
子力発電所の放射性廃棄物処理施設の設計・
建設、放射性廃棄物の搬出・受入設備の設
計・建設及び低レベル廃棄物埋設施設の基本
設計・安全評価等を行ってきました。また、
核融合関連施設では、核融合燃料取扱関連施
設に実績を有しています。２０１１年３月１１日の
震災以降は、これらに加えて、放射性核種の
除染関連プロジェクトにも積極的に取り組ん
できました。

３．技術研究所での開発概要

　弊社は、茨城県大洗町に技術研究所を保有
しています。当研究所では、化石資源領域、
非化石資源領域・産業領域にわたり、技術開
発を行ってきています。当研究所は、��施設
ならびに大型プラントを設置・運転可能な研
究棟も有しており、これらを活用して、原子
力分野の様々な技術開発を行っています。以
下に、放射性廃棄物関連分野における主な技
術開発ならびに試験設備を紹介します。

３．１　汚染土壌等の除染技術

　放射能除染に貢献すべく、土壌や下水汚泥
等から放射性セシウムを高効率で分離する技
術の実証を、当研究所のラボ試験装置で行っ
てきました。当該技術は、添加物を処理対象
物に加えた後、対象物を高温処理することで、
セシウムを対象物から除去する技術です。
�

�������
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３．２　ヨウ素ガラス固化技術

　長半減期のヨウ素－１２９を、物理化学的に安
定なガラスに閉じ込めるため、ホウ酸鉛ガラ
スによる固化技術の開発を行っています。弊
社では、ガラス溶融パイロット試験設備を独
自に設計・製作し、技術開発を進めています。

３．３　有機物の分解処理技術

　使用済みイオン交換樹脂等の有機物を高効
率且つ比較的穏やかな運転条件で分解させる
ため、過酸化水素で分解する技術の開発を
行っています。この技術は、有機物の分解が
ほぼ１００％、�������処理設備不要のため、
コンパクトな設備となるのが特徴です。研究
所では、小型試験装置及びパイロット装置を
用いて、物質収支の採取、運転条件の確定、
機器操作性の確認などを行っています。

３．４　セメント固化技術

　弊社では、原子力発電所をはじめ、様々な
原子力施設向けにセメント固化技術を開発し
ています。研究所には、パイロット試験設備
及び小型試験装置を保有しています。パイ
ロット試験設備はセメントペーストの混練特
性確認や運転条件の確認などに、小型装置は
主に固化体物性サンプルの製造に使用してい
ます。
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３．５　放射性核種移行挙動評価試験設備

　弊社は、放射性物質の移行挙動実験やシ
ミュレーション技術を駆使した分析検討を
行っています。技術研究所では、低酸素環境
を模擬するためグローブボックスを使用し、
核種移行挙動に関するデータの採取を行って
います。この設備では酸素濃度を１���以下
の雰囲気を作ることができます。

４．おわりに

　原子力分野における技術開発は、放射性核
種を使用したデータの採取及び実規模大での
性能実証が不可欠です。そのため、弊社技術
研究所では、��取扱施設、大型機器を配置で
きる試験棟及び実規模相当装置を保有してい
ます。また、流体解析などの技術も有してい
ます。これらの諸施設、装置及び技術を活用
し、今後とも、放射性廃棄物分野に貢献して
いきます。

�������	
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独立行政法人　日本原子力研究開発機構
原子力人材育成センター　日野　貞己

�������	
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１．設立経緯

　「原子力人材育成ネットワーク（以下、ネッ
トワーク）」は、平成２２年１１月、産学官の原子
力人材育成関係機関が相互に協力し、我が国
一体となった人材育成体制を構築することに
より、原子力人材育成活動等を効率的・効果
的・戦略的に推進することを目的に設置され、
同年４月に取り纏められた「原子力人材育成
関係者協議会報告書」の１０項目の提言
（���������	�
�	���������������
��������１０����）
の実現に向け、活動を始めています。
　同ネットワークの運営組織は、運営委員会
（活動方針等の決定）の下に、ネットワーク企
画ワーキンググループ（以下、企画��）を
設置して承認された「５つの分科会の活動」
（���������	�
�	����������������������������	
）
を通じ、原子力人材育成活動に係る検討を進
めています。なお、設立時４９機関が参加して
発足しましたが、平成２４年１０月末現在で６６機
関まで拡大しています。

２．東日本大震災の発生と活動への影響につ

いて

　平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災
では、東京電力福島第一原子力発電所（以下、
福島第一原子力発電所）において地震で引き
起された津波により全電源が喪失し、１、２、
３号機は炉心溶融に至り、建屋の破損や広範
な放射性物質の放出をもたらす事態となりま
した。この事故は、我が国のみならず、世界
に大きな衝撃を与え、我が国のエネルギー政
策、原子力政策の見直しに至る影響が生じま
した。

　同ネットワークも３月１４日から東京で国際
会議開催を計画していましたが、参加国から
の問い合わせなど中止対応に東奔西走した記
憶が今も蘇ります。さらに、いくつかの活動
の中止・延期などの影響がありましたが、そ
の後も引き続き原子力人材育成の推進に向け
た活動に取り組み、原子力人材育成ネット
ワークとして「東京電力福島原子力発電所事
故を踏まえた原子力人材育成の方向性につい
て」のメッセージ（提言）をまとめ公表しまし
た（���������	�
�	���������������２０１１０８０８����）。
　その後、各分科会においてこの提言を基に
した活動計画の検討を進めています。

【主な人材育成活動状況】
（１）����原子力人材育成国際会議開催：平

成２３年３月（中止）
（２）����原子力人材育成国際会議開催：平

成２４年２月（タイ　バンコック開催）
（３）����原子力エネルギーマネジメントス

クール開催：平成２４年６月（研修生３９名
参加）

（４）ネットワーク報告会及び分科会活動
　１）ネットワーク報告会
（���������	�
�	�������������������������	
���）
　ネットワーク活動の総括として、「ネッ
トワーク報告会」を毎年開催しています。
ネットワーク報告会は、情報共有、活動計
画への反映等に資することを目的に、事務
局より活動状況報告、各参加機関（高等教
育機関、研究機関、産業界及び国等）の代
表による活動成果等が報告され、参加者に
よる討論が行われます。



－　１９　－

　２）分科会活動
　ネットワーク活動方針に沿って、関係機
関の専門家が各分科会に参加して具体的な
活動に取り組んでいます。以下、各分科会
の活動テーマ（例）を示します。
①初等中等教育分科会：理科教育における
教育支援の課題等について調査、検討
②高等教育分科会：各大学及び大学・高専
連携、原子炉等研修施設の共同利用、講
師人材の確保等
③実務段階の人材育成分科会：専門技術者
の確保・育成、技術継承等及び学生等の
志望動向の調査、把握
④国内人材の国際化分科会：大学・高専で
の英語化プログラム、社会人対象の国際
化プログラム、国際機関との連携活動及
び国際ネットワーク構築活動等
⑤海外人材育成分科会：新興国での原子力
発電導入プロジェクトに則った海外原子
力人材育成の活動等（機関連携による相
手国の育成技術者を国内で研修を行う。）

３．原子力人材育成ネットワークシステムの

構築、整備及び運用

　文部科学省が平成２２年度から平成２４年度の
３カ年計画で進めている国際原子力人材育成
イニシアティブ（以下、「イニシアティブ」と
いう。）の下、公募事業の採択を受けて、平成
２５年度からの本格運用へ向けた準備を進めて
います。この間に発生した東日本大震災は、
原子力に係る当事者として多くの教訓を与え

たが、原子力人材育成は、国内において、よ
り実践的な人材確保が必要であり、海外から
は、福島第一発電所事故の経験を学んだ技術
者が、「日本で育つのか」注視されている状況
の中、同ネットワークシステムを着実に整
備、運営することは極めて重要なミッション
と受け止めています。

３．１　ネットワークシステムの開発計画

　ネットワークシステムの開発、整備及び運
用は、平成２２年１１月設立を受け、ネットワー
クシステム基本構想を纏め、同時に国内及び
海外関連機関への訪問調査により、データ収
集、データベース化を進めて来ました。この
ような開発計画、開発体制で一歩、一歩進め
ています。以下、表１に同ネットワークシス
テムの運用へ向けた全体計画を示します。

３．２　ネットワークシステム基本構想（概念）

　ネットワークシステムは、���サイトか
らの利用ができるシステム整備を進めていま
す。現状は、公開ホームページのみリリース
していますが、開発計画に示す通り、外部ア
クセス機能の整備を行い会員サイトの公開へ
向けて準備を進めています。このネットワー
クシステムは、原子力人材育成に関する情報
をワンストップで利用ができること…そこが
ゴール！（情報・データ等を保有する機関、
個人等の協力無くは達成しません。）以下、図
１に同ネットワークシステムの基本構想を示
します。
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海外技術情報

事業計画部　泉田　龍男

�������	�������������	
����

１．はじめに

　ザイオン原子力発電所の廃止措置プロジェ
クトは、商業用原子力発電プラントの廃止措
置に関する初期のモデルを利用したものであ
る。そのモデルは、許認可管理方式（��������
��������	
��������	）と呼ばれており、永久
停止した発電プラントの資産を廃止措置のみ
を目的とした非発電事業者に移すものである。
ザイオン発電所の場合は、�������	
��	��
社の特別目的子会社である��������	
����社
が����１０�����５０のライセンス取得者となり、
また信託資金も引き継いだ。��������	���

社は、プラントの廃止措置、敷地の復旧、使
用済み燃料とクラス�を超える廃棄物の乾式
貯蔵施設への移送に対する全責任を持つ。廃
止措置後の敷地は、１０年間のプロジェクト後
に������社に返還され、再利用される予定で
ある。このモデルは、早期に廃止措置のコス
トを決定し、廃止措置の経験を持つ会社に実
行と管理を実施してもらうことにより、発電
事業者は自らのコアビジネスに集中できると
いうメリットがある。
　イ リ ノ イ 州 内 で 知 名 度 の な い
��������	���
社の最初の仕事は、州内の利害
関係者に対する広範な啓蒙活動であった。廃
止措置モデルの枠組みや経済的な利益、廃止
措置事業への質問や危惧等に対する対応であ

る。重要な要素は、コミュニケーションに関
してオープンであることと透明であることで
ある。また、利害関係者とのコミュニケー
ションはどんなプロジェクトでも要求される
基本である。利害関係者とは、法規制者、選
挙で選ばれた公的職務者（市長、知事、議員
等）、地域の共同体や組織等である。

２．実際の業務状況

　利害関係者への啓蒙活動は、実際の廃止措
置業務開始の３年前から開始された。最初の
ミ ー テ ィ ン グ は、������社 と 一 緒 に
��������	���
社が信頼できる会社であるこ
との説明から始めた。このような初期の打ち
合わせは、ザイオン市の市長、役人、州選出
議員、イリノイ州８選挙区選出の連邦下院議
員を相手に進められた。��������	���
社を
紹介すると同時に、技術的な専門性、透明で
オープンなコミュニケーションを行うことの
��と廃止措置への懸念事項や質問などのヒ
アリングを実施した。また、廃止措置の工程
や業務内容を知ってもらうための幅広いミー
テイング計画も準備した。このミーテイング
での議論のために、過去の廃止措置の多くの
写真を使ったパワーポイントのスライドが作
られた。施設許認可取得の何か月も前から、
地域の啓蒙活動を開始している。それは会社

　米国イリノイ州ミシガン湖畔に立地するザイオン（����）原子力発電所の廃止措置が最終段
階となっている。この発電所は、発電事業者から非発電事業者が廃止措置の資金と管理責任を
引き受けて廃止措置を実行する方式（��������	
��������：許認可管理）で進められている。こ
の許認可管理の方式と実際の廃止措置の進行状況を紹介する。
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からのプレゼンテーションとその後の質疑応
答形式から始まったが、その後はスタッフの
充実に伴って、室内で技術専門家と机上で相
対するオープンハウス形式に変更された。廃
止措置への興味が増加するにつれて多くの要
求が出された。それらのいくつかは、地域組
織に関するものであり、また規制当局（イリ
ノイ州危機管理局等）に関するものである。
このような要求事項のすべてに会社は応えて
いった。公的・私的な会合を問わず、一般的
な関心と論点は①経済上の影響、②公衆の安
全、③プロジェクト期間、④放射性廃棄物、
特に使用済み燃料の管理、⑤利害関係者への
利益に集中した。
　２００８年��������	���
社は、施設の許認可取
得の準備を開始すると同時に、廃止措置の地
域への経済的影響を検討した。これは、予想
を超えた広範囲で大きな利益をもたらすとい
う評価を疑う人が多かったが、イリノイ大学
地方問題研究所の研究結果が追い風となっ
た。これによれば、イリノイ州北東部の７郡
と州に顕著な経済的利益をもたらすという結
果であった。
　２０１０年９月に��������	���
社が施設許認
可管理人となり、ザイオン発電所の資産が
��������	���
社に移行して廃止措置が開始
された。これからの啓蒙活動の重要な要素は、
����（�������	�����
����������������
�����）を創設したことである。����は年４
回開かれる。それは、廃止措置の啓蒙と社会
的参加とオープンなコミュニケーションを広
げるためのボランテイアである。その構成メ
ンバーは地域からの代表者である。
��������	���
社のチームは、会合の際には廃
止措置を様々な角度からの報告を行った。主
な内容は、最新の規制状況、����メンバー
からの要求事項等である。その時の資料と承
認書類の控えはウエブサイトで公開された。

ザイオン近傍の選挙区選出の議員や首長は、
選挙区民との交流により、ザイオン発電所の
安全性や廃止措置活動に関して多くの疑問や
危惧を持っている。ほとんどの会合は質疑応
答形式で実施され、ウエブサイト上で公開さ
れた。
　��������	���
社は、米国プロジェクトマ
ネージメント学会の「プロジェクトマネージ
メント知識体系（�����）」を取り入れた。
これは利害関係者をきちんと把握し、彼らへ
の対応戦略を確認するものである。彼らは、
ザイオン発電所は電力料金によって支払われ
た資金によって廃止措置が実施されることを
認識しており、この資金を扱う会社の信頼性
がきわめて重要である。２０１０年９月に廃止措
置の資金が、������社から��������	���
社に
譲渡された。以後の利害関係者との交流で
は、本資金の支出が集計報告され、正当な廃
止措置費用に使用されたことを明確にした。
また、最も重要なことは廃止措置実行に関わ
る全てのリスクを��������	���
社が受容し
たことである。
　��������	���
社と������社の契約条項の
主なものは以下である。
・廃止措置の実施
・敷地の環境回復の実施
・廃止措置後の敷地は������社に返還
・使用済み燃料と����はドライキャスク
貯蔵し、������社に引き渡す。

３．廃止措置の進行状況

　ザイオン発電所は、２５年間の運転後に１９９８
年に停止した。ザイオン発電所は２基の
���型原子力発電所であるが、２０１０年から
期間１０年間、予算１０億ドルの廃止措置が開始
された。廃止措置は以下の３段階で実施され
る。
①　使用済み燃料の貯蔵プールから乾式キャ
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スクへの移送
②　発電所の除染と解体
③　敷地の緑地帯への回復
　２０１２年１月現在でこれらの工程は予定通り
進行している。
　発電所解体においては、プラントの放射性
汚染物はユタ州クライブの処分施設にトラッ
クまたは鉄道で運ばれる。この処分施設は
��������	���
社の親会社の�������	
��	��
社が運営している。２０１１年１２月に本プロジェ
クトの重要工程である圧力容器塔頂部
（２２５，０００ポンド）が上記処分施設に送られた。
この後、圧力容器の隔離と切断が実施され
る。圧力容器壁等のクラス�の廃棄物は、ユ
タ州の処分施設に送られる。輸送は３０～５０車
輌の貨車からなる鉄道で毎月実施される。ク
ラス�以外の廃棄物は、処分サイトが決まる
まで施設に貯蔵される。２０１１年１１月までに、
トラック２０台分のアスベストとアスファルト
がそれぞれ処分事業者に引き渡された。施設
内の建屋、構造物などは少なくとも深さ３

フィート以上まで除去される。施設で残され
るものは、���の基準に従って無制限に再利
用可能なものだけである。
　主要なプラント構成機器はほぼ６６ケ月以内
に撤去される。それは原子炉圧力容器とその
内部機器、バルブ・配管、４つの熱交換器、
タービン、発電機、復水器、２次系の種々機
器である。
　発電所内の建屋はすべて解体されるが、使
用済み燃料の貯蔵建屋が新たに建設される予
定であり、２０１２年春に着工予定である。

４．おわりに

　ザイオン原子力発電所の廃止措置プロジェ
クトは、本技術を専門とする企業が実施する
��������	
��������（許認可管理）という方
式で実施されているが、これまでのところ順
調に進められている。特に地元の首長、議
員、各種地方組織への啓蒙活動を地道に確実
に実行している。
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設備準備部　秋山　武康
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１．スペインの現況

（１）原子力発電
　現在スペイン国内では６発電所で８基の原
子炉が稼働しており、総電力発電量の２０％を
占めている。原子炉の内訳は、加圧水型原子
炉（���）が７基、沸騰水型原子炉（���）が
１基である。パンデロス－Ⅰ原子炉の廃止措
置に引き続き、２００６年にはホセ・カブレラ原
子炉が閉鎖されている。
（２）国の体制
　スペインにおいては１９８４年に放射性廃棄物
管理公社（������）が設立され、������
が高レベル放射性廃棄物の処分場建設を含む
放射性廃棄物管理全般にわたる活動を行って
いる。������は、定期的に総合放射性廃
棄物計画（����）を起案し、また唯一の放
射性廃棄物処分場である�������	�（エルカブ
リル）処分場において、１９９２年より低中レベ
ル放射性廃棄物の処分を実施している。
　スペイン政府は使用済燃料の再処理を行わ
ず直接処分する方針をとっている。ただし既
に閉鎖され解体作業が進められているバンデ
ロス－Ⅰ原子炉の使用済燃料はフランスで再
処理され、その高レベル放射性廃棄物を引き
取ることになっている。
（３）����
　当初、使用済燃料は直接スペイン国内の深
い地層内に最終処分する計画であり、

������は１９８６年からサイト選定プロジェ
クトを開始し段階的に進めたが、地域レベル
での反対運動を受け、１９９８年にサイト選定活
動を中断した。１９９９年策定の第５次����
では、高レベル放射性廃棄物等の最終管理方
針についての決定を２０１０年まで延期し、地層
処分技術および核種分離・変換の研究を行っ
ていく方針となり、サイト選定活動を凍結す
ることになった。
　２００６年の第６次����でも高レベル放射
性廃棄物等の最終管理方針の決定は先送りさ
れ、集中中間貯蔵施設（���）の建設が当面
の最重要課題とされた２）。
　なお、���については２００９年から公募に
よるサイト選定が開始され、２０１１年１２月に受
け入れ自治体を閣議決定したことがプレスリ
リースされている３）。

２．廃止措置の対象施設

　スペインにおける主な廃止措置対象施設、
およびその状況は以下である。
（１）バンデロス－Ⅰガス冷却炉
　フランス電力公社などが設計した黒鉛減速・
炭酸ガス冷却炉であり、１９７２年に商業運転を
開始した。１９８９年原子炉運転中にタービン室
で事故があり、１９９０年に閉鎖を決定した４）。
　１９９８年～２００２年の約５年間で、原子炉本体
を残してほとんどの施設・建屋を撤去し、原

　スペインにおける原子力施設の廃止措置に関する経験は、��������	Ⅰ（バンデロス－Ⅰ）原子
力発電所、エネルギー・環境・技術研究センター（������）および�������	
�
�（ホセ・カブ
レラ）原子力発電所の廃止措置に伴うものである。これらの廃止措置プロジェクトにおける計
画、廃止措置技術、資材管理やサイト修復などが報告１）されており、今回スペインの原子力施
設の現況および放射性廃棄物管理を併せて報告し、今後の参考としたい。
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子炉本体の密閉処置、原子炉貯蔵建屋の建
設、原子炉建屋の撤去を行い、レベル２の廃
止措置を行った。引き続き２５年間の安全貯蔵
後に原子炉本体を解体撤去し、廃止措置（レ
ベル３）が完了する（図１）。

（２）������研究センター
　廃止措置の対象は、研究用原子炉���－１、
パイロット再処理工場などの古い施設の解
体、液体廃棄物の処理・貯蔵施設および汚染
土壌の浄化を含む。解体工事は２００６年に始ま
り、２０１０年までに終了した。
（３）ホセ・カブレラ発電所
　２０１０年３月に廃止措置が開始され、２０１６年
までに終了する予定である。使用済燃料を燃
料プールからサイト内の乾式貯蔵施設に移動
後、１６０万��の加圧水型原子炉は解体される
ことになる。

３．スペインにおける廃止措置１）

　スペインでの廃止措置プログラムに対して
������が採択したアプローチについて、
その特徴および教訓を以下に示す。
（１）責任分担と廃止措置計画
　スペインでは、運転から廃止への段階的な
移行プロセスを確実にし、効率的に計画を管
理するために、原子力事業者と������が
一緒に取り組んでいる。
　事業者は、停止操作中のプラントの責任者
であり、特に使用済み核燃料をプールから取
出し、安全な貯蔵所へ移動する責任、運転中
のすべての廃棄物の状態を維持する責任があ
る。
　������は、廃炉と使用済み燃料および
廃棄物管理のために必要なすべての計画を準
備する責任があり、廃止措置活動の実施を担
当する。
　������と事業者間との協定は、廃炉の
ための使用済燃料の管理と準備活動に対し
て、当事者間の協力方法を確立する。この協
力関係は、運転から廃棄に至る規制要件の緩
やかな減少をもたらすべきである。
　廃止措置計画は、永久停止の３～５年前に
開始される。許可内容は、安全システムの負
荷低減につながる新たなリスク・プロファイ
ルに適合させるべきである。
　廃止措置の取組は、永久停止の約３年後に
開始されるが、そのときには使用済燃料は燃
料プールの外にあり、すべての運転廃棄物が
処理済みとなっている。

（２）解体物の管理
　解体時には、多くの補助的な施設が、廃止
作業から生じた残留物質の処理および貯蔵の
ために必要となる。片付けに優先して特別な
配慮がオンサイトでの一時的貯蔵に与えられ
るべきであり、貯蔵エリアには十分な容量が

�������	�����

�������	
�����������
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提供されるべきである。
　詳細な特性評価と計画は、解体物の円滑か
つ迅速な物流を確保するために、種々の解体
物および廃棄物用に開発されるべきである。
　特筆すべき例として、高度に放射化・汚染
された解体物の処理と貯蔵に用いるホセ・カ
ブレラ原子力発電所のタービン建屋の改造利
用が挙げられる。
　装置を除去した後、タービン建屋は原子炉
格納建屋から来る廃棄物の移送、処理や貯蔵
システムを含むように改造された。廃棄物
は、遮へいされた鋼製の容器から廃棄物コン
クリート容器に移しグラウトで固定化され、
古いタービン台座下の遮へいされた貯蔵領域
に格納される。タービン建屋には、低中レベ
ル廃棄物（����）の切断および除染の作業
場が組み込まれる（図２）。

　����と����（極低レベル廃棄物）は、
エルカブリル処分場に送られ、そこで処分さ
れる。細分化コストと運転員の被曝線量を低
減するために、大きなコンクリートの容器
が、放射化または汚染された解体物に使用さ
れる（図３）。
　���（中レベル廃棄物）は炉内構造物であ
り、ホセ・カブレラ�サイトの乾式貯蔵施設に
おいて使用済燃料と一緒に保存される。

（３）廃止措置技術
　廃炉のための技術は、α線汚染施設につい
ては������で十分実証されており、大気の
サンプリングと呼吸用保護具の使用の重要性
が示されている。
　ホセ・カブレラでの炉内構造物の細分化は、
原子力発電所の廃止措置の中で最も困難な放
射線業務を考慮しなければならない。そのた
め切断には、ヒュームとかガスの生成を回避
できる機械的切断（バンドソー、ディスクの
こぎり、ハサミ、研削機、穴あけ機、等）が
使用される。

（４）サイトの修復
　原子炉サイトの廃止措置の究極の目標は、
将来の使用のためにサイトを解放することで
ある。スペインのサイトでの放出基準は、平
均的なメンバーが全経路から０．１����年を越
える被曝を受けないことが必要となる。
　修復サイトの将来用途が研究・産業用であ
ると決定され、産業労働者のシナリオが放出
レベルの評価に使用された。影響を受ける地
域の土壌に対して被曝モデリングを行い、土
壌濃度限度を計算するために������コー
ドが使用された。
　７０年代に������では、再処理パイロット
施設から液体処理工場に移動操作中に、放射
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性液体の漏れが発生し、約１０００�３の土壌が汚
染された。土壌汚染の範囲および放射能濃度
を評価するために、表面サンプルと最大１６�
のボーリング評価を行った。
　土壌は����、����およびクリアランス
候補に分別された。サイト修復では、監視さ
れるべき解体物と埋設処分されるべき極低レ
ベルの廃棄物が大量に生成する。詳細な放射
線の特性評価とうまく達成されるクリアラン
ス処理が、廃棄物の最小化に貢献する（図４）。�

４．廃止措置の経験からの知見

　スペインでの廃止措置の経験から得られた
考慮すべき知見は以下である。
①早期の廃止措置計画と安全システムの負荷
低減可能な新しいリスク評価の採用
②充分な廃棄物保管エリアの確保
③迅速かつ円滑な物流の確保
④細分化作業減少のために大型容器の利用
⑤二次廃棄物を最小限にするため、機械的切
断の利用
⑥廃棄物を最少化するためのクリアランス処
理の活用
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東海事務所　榎戸　裕二

���������	
������������

１．再開発計画を決める因子

　事業者は再開発に向う際に、投資家や政
府、利害関係者に計画を推進するために得と
なる要因を並べる。網羅的ではないが以下の
ことが挙げられる。
＊サイトの場所
＊設備（電気、上下水道、情報手段）
＊アクセス性（道路、運河、鉄道）
＊近隣地域の商業活動（工場、研究所）
＊熟練技術者
＊安全サービス（フェンス、防護柵、防火
壁）
＊健全建屋の存在
＊許可の存在
＊過去のサイト特性（地下水モニタリング、
地震の頻度）
＊スポーツ及びレジャー施設
＊宿泊施設
　これらの因子の備わり方によって、工業�
商業団地、���施設、廃棄物処理施設、レク
リエーション公園（ホテルやレストラン）、ス
ポーツやレジャー施設、自然保護区域、住宅
エリア、博物館や展示センターなどとなる。

２．再開発プロジェクトの４段階と要点

　再開発の作業は次の４段階が考えられる。
①どの再開発でも最初はイメージ作りから始
まり、②概念作りでは町�国の環境計画、環
境、経済、技術、サイトの社会的側面と法規
を詳細に検討し、③計画作成段階では開発計
画の精緻化を図り、④その後計画を実施す
る。
　施設閉鎖に対しては早期の計画立案によっ
てサイト再開発への長期的見通しやそのエリ
アの産業活動と連携の展開に好ましい地域の
基盤の高度化が話し合われる点は、通常の開
発では得られないことである。他の商業活動
を引寄せるためにサイトを利用することに
よって、サイトを将来発展的に解放するポテ
ンシャルが高まり、施設閉鎖による雇用の混
乱を低減できる。早期に計画立案すればメ
リットは大きくなる。場合によっては、新技
術やインフラへの備えが加速する。何よりも
現実的な計画により費用の点からの廃止措置
工程の遅延が防がれる。この観点から現在の
国際的な指針では、廃止措置は原子力施設計
画の最初の段階から考慮することになってい
る。

　使命を終えた原子力発電所等の原子力施設は放射線の危険性が除去された後にグリーン
フィールド（緑地）化し、建設以前の状態に戻すことが各国の基本的な認識であった。しかし、最
近の実績ではサイトの許認可解除直後にサイトや建物を生産的目的に再使用するケースが多く
なってきた。実は、廃止措置と再開発を一体化することでサイトは早期の再使用が可能となり、
その価値を増すことができる。����では、世界の廃止措置後のサイトの再使用の事例を取りま
とめたうえで、今後増大する廃止措置がサイトの再使用によって地元や地域の活性化を促し、さ
らに立地促進にも貢献することに狙いを持っている。����の廃止措置部門の上席担当官で
あった�．������氏のレポートから、再開発の内容とメリットを紹介する。�
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３．早期の再開発計画策定の狙い

　廃止措置計画とサイト再利用計画とが一体
化した計画策定においては、そうでない場合
に比べ下記のような利点がある。
（１）サイトや施設資産売却によって将来の再

開発費用及び収益の見通しが得られる。
（２）事業者は資金計画において予想される

キャッシュフローを考慮して時宜にか
なった最善の資金計画を行うことができ
る。

（３）廃止措置は通常資金不足が原因で遅れ、
そのため再開発の機会と共同開発者との
パートナーシップが失われることがな
い。

（４）施設の運転に際して係る対象は外部機関
と組織、顧客、納入業者、規制者、地域
の役人であるが、再開発ではさらに、新
しい団体や外部の利害関係者が興味を示
し、数を増す。利害の幅は広範囲に広が
る。原子力施設の建物を最大限再使用す
ることが���������	原子力発電所では既
に行われ、新規建設の無駄を省きしかも
個企業というよりはむしろ社会全体での
雇用の残存と税収入確保が図られている。

　これまでの経験では、事業者及び広く社会
から責任があり資格あると認められた人の双
方に利点のある結果を出すためには利害関係
者の参画が成功の秘訣である。
　持続的発展には、従来の原子力で実施され
た方法とは異なる透明性のある参加型の“決
定を行うプロセス”が必要である。

４．サイト再開発の事例

　寿命延長を行う場合は別として、１９７０年
代、８０年代に稼働した１００基を超える原子力
発電所が今後十年で使命を終える。研究施
設、燃料製造施設、再処理施設などの支援原
子力施設も同様である。再開発の事例を下記

に示す。
（１）原子炉を撤去しその発電設備を再使用
　������原子力発電所、�������	
�及び�����
��．������（３基とも米国）（各発電所の詳細
は本誌の原子力発電所の廃止措置一覧を参照
下さい）
（２）新・旧の原子炉をリプレース
　中部電力浜岡発電所１号機及び２号機を廃
止措置し、サイト内に６号機を新設する。
（３）原子炉施設等を廃棄物貯蔵施設として再

使用
　廃棄物の処分場を有しない国（例、エスト
ニア��������）では、付属建物を撤去したうえ
で原子炉建屋内を廃棄物処分場として再使用
し運転廃棄物及び解体廃棄物を貯蔵する。
（４）使用済燃料中間貯蔵施設として利用
　多くは米国の発電所で実施されているもの
で最終処分場の開設まで中間貯蔵施設として
サイト利用を図る。ただし、この再使用は廃
止措置されたサイトの有効な再開発を妨げて
いる面がある。
（５）市街地から遠隔地の場合のサイト再開発
　�������サイト、�������	��国立研究所な
どの市街地から遠いサイトでは再開発には不
利かもしれない。こういうサイトでは未開発
地としての観光関連開発ができる。未利用土
地の低価格賃貸とか地域開発の休憩施設とし
てサイト近傍に工業や商業活動を引き寄せる
ことによって不利を無くすることが考えられ
る。しかし、このためには長い年月がかかる
ので廃止措置と再開発計画立案をかなり前か
ら練っておく必要がある。
（６）原子力博物館や展示館への再使用
　経済的にはメッリトはないが、いくつかの
原子力サイトは見学センターとなっている。
地元自治体や国の主導による設置あるいは単
なる財源確保目的で再使用されている。事例
としては、��������１発電所（フランス：本
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誌参照下さい）、��２研究用原子炉（ドイ
ツ）、�����研究用原子炉（豪州）、����生産
炉、�������	
生産炉及び���１高速実験炉
などがある。

５．まとめ

　日本においては廃止措置後のサイトは引き
続き原子力関連事業での再使用が考慮されて
いるが、今後の国のエネルギー開発利用計画
如何では、本報告のようなサイト再開発への
舵切りも否定できない。廃止措置とその後の
サイト再開発を一体化して進めることで事業
者にも地域社会にもメリットのある廃止措置
が進められる。これは廃止措置を整然と予定

通り進行させ、廃止措置と再開発への官民の
参画が助長され、何よりも話し合いにより
様々な困難さが解決されるプロセスが提供さ
れる。持続的な原子力推進には従来の決定プ
ロセスではなく幅広い責任の負えるグループ
の人たち、しかも施設には直接利害のない人
たちさえも参画して議論することが求められ
る。本誌前号第９１号では高レベル廃棄物の地
層処分施設建設に際してのフィンランドとス
ウエーデンの住民参加について述べたが、決
定プロセスや利害関係者の参画のみならず、
決定プロセスに恐れずに参画して貰う度量と
自信がどの事業者と政府にも求められる。
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英
国
で
は
、２
０１
２
年
２
月
に
�
��
�
�
��
	

１（
�
�
�
：
３０
０
�
�
�）
が
運
転
停
止
し
た
の
に
続
き
、
４
月
２５
日
に
�
�
�（
原
子
力
廃
止
措
置
機
関
）所
有
の
�
��
��
－２

（
�
�
�：
５５
０
�
�
�）
が
４１
年
間
の
安
全
運
転
を
終
え
、
恒
久
運
転
停
止
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
�
�
�
保
有
の
運
転
中
の
原
子
力
発
電
所
は
�
��
��
－１
の
み
と
な
っ
た
。

　
平
成
２４
年
９
月
末
ま
で
の
半
年
間
に
恒
久
運
転
停
止
さ
れ
た
原
子
力
発
電
所
は
な
い
が
、
カ
ナ
ダ
の
ケ
ベ
ッ
ク
州
�
��
��
��
２
号
機（
�
�
�
�
�
型
：６
７５
�
�
�）

の
２０
１２
年
末
で
の
恒
久
運
転
停
止
が
発
表
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
�
��
��
��
��
�
の
２
基
の
運
転
停
止
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
カ
ナ
ダ
も
フ
ラ
ン
ス
も
政
争
に

左
右
さ
れ
て
い
る
。
米
国
の
�
��
�原
子
力
発
電
所
で
は
積
極
的
に
廃
止
措
置
活
動
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
ス
ペ
イ
ン
の
�
�
�
�
�
�
の
��
��
��
�	

�
��
�（
�
�
�
、

１６
万
�
�
�）
は
２０
０６
年
の
運
転
停
止
か
ら
約
１０
年
で
の
即
時
解
体
の
計
画
を
示
し
た
。
米
国
で
は
、６
０
年
へ
寿
命
延
長
し
た
�
�
�
�
�
�
�
�
原
子
力
発
電
所（
運

転
期
間
３８
年
、
�
�
�
：
�５
８
万
�
�
�）
の
運
転
停
止
が
発
表
さ
れ
た
。
安
価
な
化
石
燃
料
と
の
比
較
で
経
済
性
に
乏
し
い
の
が
運
転
停
止
理
由
で
あ
る
。
東
京
電

力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
１
～
４
号
機
の
廃
止
措
置
準
備
は
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
従
っ
て
順
調
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
東
京
電
力
�
�
、

「
東
日
本
大
震
災
後
の
福
島
第
一
・
第
二
原
子
力
発
電
所
の
状
況
�
�福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
１
～
４
号
機
の
廃
止
措
置
等
に
向
け
た
中
長
期
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。（
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�
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�
�
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�
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�
�
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�
�
�
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�
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�
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�
�
�
�
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�
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�
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�
�
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�
�
�
�
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�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
��
��
�
��
�
�
�
�

廃
止
措
置
完
了

（
予
定
）
時
期

廃
止
措
置
現
状

廃
止
措
置

方
式

炉
　
型

電
気
出
力

（
グ
ロ
ス
）

運
　
転
　
期
　
間

施
　
　
設
　
　
名

国
�
�．

２０
４８
年

計
画
検
討
中

未
定

�
�
�

４０
８
�
�

１９
７７
�１
０
�０
６
～
１９
８９
�０
２
�２
５

ア
ル
メ
ニ
ア

－１
ア
ル
メ
ニ
ア

１
２０
１１
年

解
体
中

即
時
解
体

�
�
�

１２
�
�

１９
６２
�１
０
�１
０
～
１９
８７
�０
６
�３
０

�
�
－３

ベ
ル
ギ
ー

２

未
定

安
全
貯
蔵
準
備
作
業
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

４４
０
�
�

１９
７４
�１
０
�２
８
～
２０
０２
�１
２
�３
１

コ
ズ
ロ
ド
イ

－１

ブ
ル
ガ
リ
ア

３
�
�
�

４４
０
�
�

１９
７５
�１
１
�１
０
～
２０
０２
�１
２
�３
１

コ
ズ
ロ
ド
イ

－２
４

�
�
�

４４
０
�
�

１９
８１
�０
１
�２
０
～
２０
０６
�１
２
�３
１

コ
ズ
ロ
ド
イ

－３
５

�
�
�

４４
０
�
�

１９
８２
�０
６
�２
０
～
２０
０６
�１
２
�３
１

コ
ズ
ロ
ド
イ

－４
６

未
定

安
全
貯
蔵
中

安
全
貯
蔵

�
�
�
�

２１
８
�
�

１９
６８
�０
９
�２
６
～
１９
８４
�０
５
�０
４

ダ
グ
ラ
ス
ポ
イ
ン
ト

カ
ナ
ダ

７
安
全
貯
蔵
準
備
作
業
中

安
全
貯
蔵

�
�
�
�
�

２６
６
�
�

１９
７２
�０
５
�０
１
～
１９
７７
�０
６
�０
１

ジ
ェ
ン
テ
ィ
リ

－１
８

安
全
貯
蔵
準
備
作
業
中

安
全
貯
蔵

�
�
�
�

２０
�
�

１９
６２
�１
０
�０
１
～
１９
８７
�０
８
�０
１

ロ
ル
フ
ト
ン
�
�
�
－２

９
２０
２７
年
以
前

解
体
計
画
作
成
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

５４
０
�
�

１９
７２
�０
７
�０
１
～
１９
９４
�０
５
�２
７

ビ
ュ
ジ
ェ
イ

－�

フ
ラ
ン
ス

１２
基

１０
２０
１９
年

圧
力
容
器
解
体
準
備

安
全
貯
蔵

�
�
�

３２
０
�
�

１９
６７
�０
４
�１
５
～
１９
９１
�１
０
�３
０

シ
ョ
ー
－Ａ

１１
２０
２７
年

安
全
貯
蔵
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

８０
�
�

１９
６４
�０
２
�０
１
～
１９
７３
�０
４
�１
６

シ
ノ
ン
－Ａ
１

１２
２０
２６
年

部
分
解
放
済
（
ス
テ
ー
ジ
Ⅱ
）

�
�
�

２３
０
�
�

１９
６５
�０
２
�２
４
～
１９
８５
�０
６
�１
４

シ
ノ
ン
－Ａ
２

１３
２０
３３
年

安
全
貯
蔵
中

�
�
�

４８
０
�
�

１９
６６
�０
８
�０
４
～
１９
９０
�０
６
�１
５

シ
ノ
ン
－Ａ
３

１４

未
定

安
全
貯
蔵
中
（
Ｃ
の
処
分
場
開
設
待
）

安
全
貯
蔵

�
�
�

４３
�
�

１９
５９
�０
４
�２
２
～
１９
８０
�０
２
�０
２

マ
ル
ク
ー
ル

－Ｇ
２

１５
�
�
�

４３
�
�

１９
６０
�０
４
�０
４
～
１９
８４
�０
６
�２
０

マ
ル
ク
ー
ル

－Ｇ
３

１６
２０
１６
年

原
子
炉
解
体
準
備
中

安
全
貯
蔵

�
�
�
�
�

７５
�
�

１９
６８
�０
６
�０
１
～
１９
８５
�０
７
�３
１

モ
ン
ダ
レ
ー
�
�
４

１７
２０
３２
年

安
全
貯
蔵
準
備
作
業
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

５０
０
�
�

１９
６９
�０
６
�０
１
～
１９
９０
�０
４
�１
８

サ
ン
ロ
ー
ラ
ン

－Ａ
１

１８
２０
２８
年

�
�
�

５３
０
�
�

１９
７１
�１
１
�０
１
～
１９
９２
�０
５
�２
７

サ
ン
ロ
ー
ラ
ン

－Ａ
２

１９



－　３３　－

廃
止
措
置
完
了

（
予
定
）
時
期

廃
止
措
置
現
状

廃
止
措
置

方
式

炉
　
型

電
気
出
力

（
グ
ロ
ス
）

運
　
転
　
期
　
間

施
　
　
設
　
　
名

国
�
�．

２０
２６
年

Ｎ
ａ
処
理
継
続

即
時
解
体

�
�
�

１２
４１
�
�

１９
８６
�１
２
�０
１
～
１９
９８
�１
２
�３
１

ス
ー
パ
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス

フ
ラ
ン
ス

１２
基

２０
２０
２３
年

「
最
終
運
転
停
止
段
階
」
で
燃
料
撤
去

即
時
解
体

�
�
�

１４
２
�
�

１９
７４
�０
７
�１
４
～
２０
１０
�０
２
�０
１

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス

２１

２０
１２
年

解
体
中
、
サ
イ
ト
の
部
分
解
放
済

即
時
解
体

�
�
�

４４
０
�
�

１９
７４
�０
７
�０
２
～
１９
９０
�０
２
�１
４

グ
ラ
イ
ス
バ
ル
ト

－１

ド
イ
ツ

２７
基

２２
�
�
�

４４
０
�
�

１９
７５
�０
４
�１
４
～
１９
９０
�０
２
�１
４

グ
ラ
イ
ス
バ
ル
ト

－２
２３

�
�
�

４４
０
�
�

１９
７８
�０
５
�０
１
～
１９
９０
�０
２
�２
８

グ
ラ
イ
ス
バ
ル
ト

－３
２４

�
�
�

４４
０
�
�

１９
７９
�１
１
�０
１
～
１９
９０
�０
７
�２
２

グ
ラ
イ
ス
バ
ル
ト

－４
２５

�
�
�

４４
０
�
�

１９
８９
�１
１
�０
１
～
１９
８９
�１
１
�２
４

グ
ラ
イ
ス
バ
ル
ト

－５
２６

１９
９８
年
完
了

サ
イ
ト
解
放
済

即
時
解
体

�
�
�

２５
�
�

１９
７０
�０
７
�０
２
～
１９
７１
�０
４
�２
０

グ
ロ
ス
ヴ
ェ
ル
ツ
ハ
イ
ム
（
�
�
�
）

２７
２０
０６
年
完
了

設
備
・
機
器
の
解
体
撤
去
（
建
家
残
存
）

即
時
解
体

�
�
�

２５
０
�
�

１９
６７
�０
４
�１
２
～
１９
７７
�０
１
�１
３

グ
ン
ド
レ
ミ
ン
ゲ
ン
（
�
�
�
－�
）

２８
２０
１３
年

設
備
・
設
備
の
解
体
撤
去
済

即
時
解
体

�
�
�
�

１５
�
�

１９
６９
�０
５
�０
９
～
１９
８８
�１
２
�３
１

�
�
�
実
験
炉

２９
未
定

解
体
作
業
は
完
了

安
全
貯
蔵

�
�
�

１６
�
�

１９
６２
�０
２
�０
１
～
１９
８５
�１
１
�２
５

カ
ー
ル
�
�
�

３０
２０
１３
年

解
体
中

即
時
解
体

�
�
�
�
�

２０
�
�

１９
７９
�０
３
�０
３
～
１９
９１
�０
８
�２
３

カ
ー
ル
ス
ル
ー
へ
�
�
�
－Ⅱ

３１
２０
１１
年

解
体
中

即
時
解
体

�
�
�
�

５７
�
�

１９
６６
�１
２
�１
９
～
１９
８４
�０
５
�０
３

カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
�
�
�
�

３２
２０
１３
年
解
体
予
定

安
全
貯
蔵
中
（
�
�
�
�
年
ま
で
の
�
�
年
間
）

安
全
貯
蔵

�
�
�

２６
８
�
�

１９
６８
�１
０
�０
１
～
１９
７９
�０
１
�０
５

リ
ン
ゲ
ン
（
�
�
�
）

３３
２０
１４
年

解
体
中

即
時
解
体

�
�
�

１３
０２
�
�

１９
８７
�０
８
�０
１
～
１９
８８
�０
９
�０
９

ミ
ュ
ル
ハ
イ
ム
・
ケ
ー
ル
リ
ッ
ヒ

３４
１９
９５
年
完
了

解
体
及
び
サ
イ
ト
解
放
済

即
時
解
体

�
�
�
�
�

１０
６
�
�

１９
７３
�０
１
�０
１
～
１９
７４
�０
７
�２
１

ニ
ダ
ー
ア
イ
ヒ
バ
ッ
ハ
（
�
�
�
）

３５
２０
１２
年

解
体
中

即
時
解
体

�
�
�

７０
�
�

１９
６６
�１
０
�１
１
～
１９
９０
�０
６
�０
１

ラ
イ
ン
ス
ベ
ル
グ

３６
２０
１５
年

解
体
中

即
時
解
体

�
�
�

６７
２
�
�

１９
７２
�０
５
�１
９
～
２０
０３
�１
１
�１
４

シ
ュ
タ
ー
デ

３７
未
定

安
全
貯
蔵
中
（
�
�
�
�
年
ま
で
の
�
�
年
間
）

安
全
貯
蔵

�
�
�
�

３０
８
�
�

１９
８７
�０
６
�０
１
～
１９
８８
�０
４
�２
０

�
�
�
�
－�
�
�

３８
２０
１４
年

解
体
中

即
時
解
体

�
�
�

６７
０
�
�

１９
７５
�１
１
�１
１
～
１９
９４
�０
８
�２
６

ヴ
ュ
ル
ガ
ッ
セ
ン

３９
２０
２０
年

解
体
中

即
時
解
体

�
�
�

３５
７
�
�

１９
６９
�０
３
�３
１
～
２０
０５
�０
５
�１
１

オ
ビ
リ
ッ
ヒ
ハ
イ
ム

４０
未
定

未
定

未
定

�
�
�

１１
６７
�
�

１９
７４
�０
８
�２
５
～
２０
１１
�０
８
�０
６

ビ
ブ
リ
ス
�

４１
未
定

未
定

未
定

�
�
�

１２
４０
�
�

１９
７６
�０
４
�２
５
～
２０
１１
�０
８
�０
６

ビ
ブ
リ
ス
�

４２
未
定

未
定

未
定

�
�
�

７７
１
�
�

１９
７６
�０
７
�１
３
～
２０
１１
�０
８
�０
６

ブ
ル
ン
ス
ビ
ュ
ッ
テ
ル

４３
未
定

未
定

未
定

�
�
�

８７
８
�
�

１９
７７
�１
２
�０
３
～
２０
１１
�０
８
�０
６

イ
ザ
ー
ル
１

４４
未
定

未
定

未
定

�
�
�

１３
４６
�
�

１９
８３
�０
９
�２
８
～
２０
１１
�０
８
�０
６

ク
リ
ュ
ン
メ
ル

４５
未
定

未
定

未
定

�
�
�

７８
５
�
�

１９
７６
�０
６
�０
３
～
２０
１１
�０
８
�０
６

ネ
ッ
カ
ー
ヴ
ェ
ス
ト
ハ
イ
ム
１

４６
未
定

未
定

未
定

�
�
�

８９
０
�
�

１９
７９
�０
５
�０
５
～
２０
１１
�０
８
�０
６

フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
ベ
ル
グ
１

４７
未
定

未
定

未
定

�
�
�

１３
４５
�
�

１９
７８
�０
９
�２
９
～
２０
１１
�０
８
�０
６

ウ
ン
タ
ー
ヴ
ェ
ー
ザ
ー

４８
２０
１６
年

解
体
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

８８
２
�
�

１９
８１
�１
２
�０
１
～
１９
９０
�０
７
�０
１

カ
オ
ル
ソ

イ
タ
リ
ア

４９
２０
１５
年

解
体
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

１６
０
�
�

１９
６４
�０
６
�０
１
～
１９
８２
�０
３
�０
１

ガ
リ
グ
リ
ア
ー
ノ

５０
２０
２０
年

解
体
中

安
全
貯
蔵

Ｇ
Ｃ
Ｒ

１６
０
�
�

１９
６４
�０
１
�０
１
～
１９
８７
�１
２
�０
１

ラ
テ
ィ
ー
ナ

５１
２０
１４
年

解
体
中

即
時
解
体

�
�
�

２７
０
�
�

１９
６５
�０
１
�０
１
～
１９
９０
�０
７
�０
１

ト
リ
ノ
・
ヴ
ェ
ル
チ
ェ
レ
ッ
セ

５２
１９
９６
年
完
了

建
物
解
体
撤
去
、
サ
イ
ト
解
放
済

即
時
解
体

�
�
�

１３
�
�

１９
６３
�１
０
�２
６
～
１９
７６
�０
３
�１
８

動
力
試
験
炉
（
��
�
�
）

日
本

９
基

５３
２０
１７
年

解
体
中

即
時
解
体

�
�
�

１６
６
�
�

１９
６６
�０
７
�２
５
～
１９
９８
�０
３
�３
１

東
海
発
電
所

５４



－　３４　－

廃
止
措
置
完
了

（
予
定
）
時
期

廃
止
措
置
現
状

廃
止
措
置

方
式

炉
　
型

電
気
出
力

（
グ
ロ
ス
）

運
　
転
　
期
　
間

施
　
　
設
　
　
名

国
�
�．

２０
２８
年

解
体
中

即
時
解
体

�
�
�
�
�

１６
５
�
�

１９
７９
�０
３
�２
０
～
２０
０３
�０
３
�２
９

「
ふ
げ
ん
」

日
本

９
基

５５

２０
３６
年

解
体
準
備
中

即
時
解
体

�
�
�

５４
０
�
�

１９
７６
�０
３
�１
７
～
２０
０９
�０
１
�３
０

浜
岡
発
電
所
１
号
機

５６
�
�
�

８４
０
�
�

１９
８７
�１
１
�２
９
～
２０
０９
�０
１
�３
０

浜
岡
発
電
所
２
号
機

５７
２０
４０
年
～
５０
年
目
標

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
基
づ
き
事
前
準
備
開
始

未
定

�
�
�

４６
０
�
�

１９
７０
�１
１
�１
７
～
２０
１１
�０
５
�２
０

福
島
第
一
１
号
機

５８
２０
４０
年
～
５０
年
目
標

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
基
づ
き
事
前
準
備
開
始

未
定

�
�
�

７８
４
�
�

１９
７３
�１
２
�２
４
～
２０
１１
�０
５
�２
０

福
島
第
一
２
号
機

５９
２０
４０
年
～
５０
年
目
標

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
基
づ
き
事
前
準
備
開
始

未
定

�
�
�

７８
４
�
�

１９
７４
�１
０
�２
６
～
２０
１１
�０
５
�２
０

福
島
第
一
３
号
機

６０
２０
４０
年
～
５０
年
目
標

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
に
基
づ
き
事
前
準
備
開
始

未
定

�
�
�

７８
４
�
�

１９
７８
�０
２
�２
４
～
２０
１１
�０
５
�２
０

福
島
第
一
４
号
機

６１
２０
７５
年
頃

廃
止
措
置
計
画
準
備
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

９０
�
�

１９
７３
�０
７
�１
６
～
１９
９９
�０
４
�２
２

�
�
－３
５０

カ
ザ
フ
ス
タ
ン

６２

未
定

運
転
停
止

未
定

�
�
�
�

１３
００
�
�

１９
８３
�１
２
�３
１
～
２０
０４
�１
２
�３
１

イ
グ
ナ
リ
ア

－１
リ
ト
ア
ニ
ア

６３
�
�
�
�

１３
００
�
�

１９
８７
�０
８
�２
０
～
２０
０９
�１
２
�３
１

イ
グ
ナ
リ
ナ

－２
６４

２０
４５
年
以
降

安
全
貯
蔵
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

６０
�
�

１９
６９
�０
３
�２
６
～
１９
９７
�０
３
�２
６

ド
ー
テ
バ
ル
ト

オ
ラ
ン
ダ

６５

不
明

安
全
貯
蔵
準
備
中

安
全
貯
蔵

�
�
�
�

１０
８
�
�

１９
６４
�０
４
�２
６
～
１９
８３
�０
１
�０
１

ベ
ロ
ヤ
ル
ス
ク

－１

ロ
シ
ア

６６
�
�
�
�

１６
０
�
�

１９
６９
�１
２
�０
１
～
１９
９０
�０
１
�０
１

ベ
ロ
ヤ
ル
ス
ク

－２
６７

不
明

安
全
貯
蔵
終
了
し
解
体
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

２１
０
�
�

１９
６４
�１
２
�３
１
～
１９
８４
�０
２
�１
６

ノ
ボ
ボ
ロ
ネ
ジ

－１
６８

�
�
�

３６
５
�
�

１９
７０
�０
４
�１
４
～
１９
９０
�０
８
�２
９

ノ
ボ
ボ
ロ
ネ
ジ

－２
６９

不
明

燃
料
撤
去
後
博
物
館
化
さ
れ
た
。

安
全
貯
蔵

�
�
�
�

６
�
�

１９
５４
�１
２
�０
１
～
２０
０２
�０
４
�２
９

オ
ブ
ニ
ン
ス
ク
�
�
�
－１

７０
２０
５７
年
頃

安
全
貯
蔵
中

安
全
貯
蔵

�
�
�
�
�

１４
３
�
�

１９
７２
�１
２
�２
５
～
１９
７７
�０
２
�２
２

ボ
フ
ニ
チ
ェ

－�
１

ス
ロ
バ
キ
ア

７１

２０
６２
年
頃

安
全
貯
蔵
準
備
中

即
時
解
体

�
�
�

４４
０
�
�

１９
８０
�０
４
�０
１
～
２０
０６
�１
２
�３
１

ボ
フ
ニ
チ
ェ

－�
�
－�

７２
�
�
�

４４
０
�
�

１９
８１
�０
１
�０
１
～
２０
０８
�１
２
�３
１

ボ
フ
ニ
チ
ェ

－�
�
－�

７３
２０
２８
年
以
降

安
全
貯
蔵
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

５０
０
�
�

１９
７２
�０
５
�０
６
～
１９
８９
�１
０
�１
９

バ
ン
デ
ロ
ス

－１
ス
ペ
イ
ン

７４
不
明

廃
止
措
置
準
備
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

１５
０
�
�

１９
６８
�０
７
�１
４
～
２０
０６
�０
４
�３
０

ホ
セ
・
カ
ブ
レ
ラ

－１
７５

２０
４０
年
頃

安
全
貯
蔵
準
備
中

安
全
貯
蔵

�
�
�
�

１０
�
�

１９
６４
�０
５
�０
１
～
１９
７４
�０
６
�０
２

オ
ゲ
ス
タ

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

７６

２０
２０
年
頃
解
体
開
始

安
全
貯
蔵
中
（
�
�
�
－２
処
分
場
開
設
待
）

安
全
貯
蔵

�
�
�

６１
５
�
�

１９
７５
�０
７
�０
１
～
１９
９９
�１
１
�３
０

バ
ー
セ
ベ
ッ
ク

－１
７７

�
�
�

６１
５
�
�

１９
７７
�０
３
�２
１
～
２０
０５
�０
５
�３
１

バ
ー
セ
ベ
ッ
ク

－２
７８

１９
９４
年
完
了

安
全
貯
蔵
後
解
体
し
サ
イ
ト
解
放
済

安
全
貯
蔵

�
�
�
�
�

６
�
�

１９
６８
�０
１
�２
９
～
１９
６９
�０
１
�２
１

ル
ー
セ
ン

ス
イ
ス

７９

解
体
、
敷
地
除
染
修
復

（
２０
４６
～
２０
６５
年
）

安
全
貯
蔵
中
（
２０
４５
年
ま
で
）

安
全
貯
蔵

�
�
�
�

１０
００
�
�

１９
７８
�０
５
�２
７
～
１９
９６
�１
１
�３
０

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
ル

－１

ウ
ク
ラ
イ
ナ

８０
�
�
�
�

１０
００
�
�

１９
７８
�０
５
�２
８
～
１９
９１
�１
０
�１
１

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
ル

－２
８１

�
�
�
�

１０
００
�
�

１９
８２
�０
８
�２
７
～
２０
００
�１
２
�１
５

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
ル

－３
８２

�
�
�
�

１０
００
�
�

１９
８４
�０
３
�２
６
～
１９
８６
�０
４
�２
６

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
ル

－４
８３

２０
７４
年
ま
で
安
全
貯
蔵

後
解
体

安
全
貯
蔵
準
備
中
（
２０
０６
年
～
２０
１３
年
）

安
全
貯
蔵

�
�
�

１６
６
�
�

１９
６２
�０
６
�１
２
～
１９
８９
�０
３
�３
１

バ
ー
ク
レ
－１

イ
ギ
リ
ス

２９
基

８４
�
�
�

１６
６
�
�

１９
６２
�１
０
�２
０
～
１９
８８
�１
０
�２
６

バ
ー
ク
レ
－２

８５
８０
年
間（
２０
９５
年
ま
で
）

安
全
貯
蔵
後
解
体

安
全
貯
蔵
準
備
中
（
２０
０６
年
～
２０
１５
年
）

安
全
貯
蔵

�
�
�

１４
６
�
�

１９
６２
�０
７
�０
１
～
２０
０２
�０
３
�３
１

ブ
ラ
ッ
ド
ウ
ェ
ル

－１
８６

�
�
�

１４
６
�
�

１９
６２
�１
１
�１
２
～
２０
０２
�０
３
�３
０

ブ
ラ
ッ
ド
ウ
ェ
ル

－２
８７

８０
年
の
安
全
貯
蔵
期
間

後
解
体

安
全
貯
蔵
準
備
中
（
２０
０６
年
～
２０
２６
年
）

安
全
貯
蔵

�
�
�

６０
�
�

１９
５６
�１
０
�０
１
～
２０
０３
�０
３
�３
１
．

コ
ー
ル
ダ
ー
ホ
ー
ル

－１
８８

�
�
�

６０
�
�

１９
５７
�０
２
�０
１
～
２０
０３
�０
３
�３
１

コ
ー
ル
ダ
ー
ホ
ー
ル

－２
８９



－　３５　－

廃
止
措
置
完
了

（
予
定
）
時
期

廃
止
措
置
現
状

廃
止
措
置

方
式

炉
　
型

電
気
出
力

（
グ
ロ
ス
）

運
　
転
　
期
　
間

施
　
　
設
　
　
名

国
�
�．

８０
年
の
安
全
貯
蔵
期
間

後
解
体

安
全
貯
蔵
準
備
中
（
２０
０６
年
～
２０
２６
年
）

安
全
貯
蔵

�
�
�

６０
�
�

１９
５８
�０
５
�０
１
～
２０
０３
�０
３
�３
１

コ
ー
ル
ダ
ー
ホ
ー
ル

－３

イ
ギ
リ
ス

２９
基

９０
�
�
�

６０
�
�

１９
５９
�０
４
�０
１
～
２０
０３
�０
３
�３
１

コ
ー
ル
ダ
ー
ホ
ー
ル

－４
９１

６５
年
間（
２０
８１
年
ま
で
）

安
全
貯
蔵
後
解
体

安
全
貯
蔵
準
備
中
（
１９
９５
年
～
２０
１６
年
）

安
全
貯
蔵

�
�
�

１７
３
�
�

１９
６４
�０
２
�０
５
～
１９
９０
�０
３
�３
０

ハ
ン
タ
ー
ス
ト
ン

－Ａ
１

９２
�
�
�

１７
３
�
�

１９
６４
�０
７
�０
１
～
１９
８９
�１
２
�３
１

ハ
ン
タ
ー
ス
ト
ン

－Ａ
２

９３
８０
年
間（
２０
９５
年
ま
で
）

安
全
貯
蔵
後
解
体

安
全
貯
蔵
準
備
中
（
２０
０４
年
～
２０
１４
年
）

安
全
貯
蔵

�
�
�

２６
７
�
�

１９
６５
�０
３
�３
０
～
２０
００
�０
５
�２
３

ヒ
ン
ク
レ
ー
ポ
イ
ン
ト

－Ａ
１

９４
�
�
�

２６
７
�
�

１９
６５
�０
５
�０
５
～
２０
００
�０
５
�２
３

ヒ
ン
ク
レ
ー
ポ
イ
ン
ト

－Ａ
２

９５
未
定

未
定

未
定

�
�
�

２３
０
�
�

１９
６７
�１
１
�０
７
～
２０
１２
�０
２
�２
９

オ
ー
ル
ド
ベ
リ

－�
１

９６
未
定

未
定

未
定

�
�
�

２３
０
�
�

１９
６８
�０
４
�０
６
～
２０
１１
�０
６
�３
０

オ
ー
ル
ド
ベ
リ

－�
２

９７
２０
８８
年
ま
で
安
全
貯
蔵

後
解
体

安
全
貯
蔵
準
備
中
（
１９
９５
年
～
２０
１２
年
）

安
全
貯
蔵

�
�
�

２３
．６
�
�

１９
６５
�０
３
�２
４
～
１９
９１
�０
２
�０
６

ト
ロ
ー
ス
フ
ィ
ニ
ッ
ド

－１
９８

�
�
�

２３
．６
�
�

１９
６５
�０
３
�２
４
～
１９
９１
�０
２
�０
４

ト
ロ
ー
ス
フ
ィ
ニ
ッ
ド

－２
９９

２１
０２
年
ま
で
安
全
貯
蔵

後
解
体

安
全
貯
蔵
準
備
中
（
２０
０９
年
～
２０
１７
年
）

安
全
貯
蔵

�
�
�

２４
５
�
�

１９
６６
�０
３
�２
５
～
２０
０６
�１
２
�３
１

サ
イ
ズ
ウ
ェ
ル

－Ａ
１

１０
０

�
�
�

２４
５
�
�

１９
６６
�０
９
�１
５
～
２０
０６
�１
２
�３
１

サ
イ
ズ
ウ
ェ
ル

－Ａ
２

１０
１

２１
０２
年
ま
で
安
全
貯
蔵

後
解
体

安
全
貯
蔵
準
備
中
（
２０
０９
年
～
２０
１７
年
）

安
全
貯
蔵

�
�
�

２３
０
�
�

１９
６５
�１
０
�２
８
～
２０
０６
�１
２
�３
１

ダ
ン
ジ
ネ
ス

－Ａ
１

１０
２

�
�
�

２３
０
�
�

１９
６５
�１
２
�３
０
～
２０
０６
�１
２
�３
１

ダ
ン
ジ
ネ
ス

－Ａ
２

１０
３

２１
１６
年
ま
で
安
全
貯
蔵

後
解
体
、
２１
２８
年
に
サ

イ
ト
解
放
予
定

安
全
貯
蔵
準
備
中
（
２０
１１
年
～
２０
１８
年
）

安
全
貯
蔵

�
�
�

６０
�
�

１９
５９
�０
３
�０
１
～
２０
０４
�０
６
�２
９

チ
ャ
ペ
ル
ク
ロ
ス

－１
１０
４

�
�
�

６０
�
�

１９
５９
�０
３
�０
１
～
２０
０４
�０
６
�２
９

チ
ャ
ペ
ル
ク
ロ
ス

－２
１０
５

�
�
�

６０
�
�

１９
５９
�０
３
�０
１
～
２０
０４
�０
６
�２
９

チ
ャ
ペ
ル
ク
ロ
ス

－３
１０
６

１
～
３
号
機
と
同
じ

安
全
貯
蔵
準
備
中
（
２０
１１
年
～
２０
１８
年
）

安
全
貯
蔵

�
�
�

６０
�
�

１９
５９
�０
３
�０
１
～
２０
０４
�０
６
�２
９

チ
ャ
ペ
ル
ク
ロ
ス

－４
１０
７

未
定

未
定

未
定

�
�
�

５５
０
�
�

１９
７１
�６
�２
１
～
２０
１２
�０
４
�２
５

ウ
イ
ル
フ
ァ
ー

－２
１０
８

２０
２４
年

解
体
中

即
時
解
体

�
�
�

１４
�
�

１９
６２
�１
０
�０
１
～
１９
７７
�０
３
�０
１

ド
ン
レ
ー
�
�
�

１０
９

２０
２４
年

解
体
中

即
時
解
体

�
�
�

２５
０
�
�

１９
７６
�０
７
�０
１
～
１９
９４
�０
３
�３
１

ド
ン
レ
ー
�
�
�

１１
０

２０
２８
年

解
体
中

解
体
へ
変
更

�
�
�

３６
�
�

１９
６３
�０
２
�０
１
～
１９
８１
�０
４
�０
３

ウ
イ
ン
ズ
ケ
ー
ル
�
�
�
�

１１
１

２０
４２
年
へ
変
更

解
体
中
（
２０
１５
年
完
了
予
定
）

解
体
へ
変
更

�
�
�
�
�

１０
０
�
�

１９
６８
�０
１
�０
１
～
１９
９０
�０
９
�１
１

ウ
イ
ン
フ
リ
ス
�
�
�
�
�

１１
２

２０
０７
年
完
了

サ
イ
ト
解
放
済

即
時
解
体

�
�
�

７１
�
�

１９
６５
�１
１
�０
１
～
１９
９７
�０
８
�２
９

ビ
ッ
グ
ロ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト

ア
メ
リ
カ

３０
基

１１
３

２０
１９
年
完
了
予
定

安
全
貯
蔵
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

２４
�
�

１９
５７
�１
０
�１
９
～
１９
６３
�１
２
�０
９

�
�
バ
レ
シ
ト
ス

１１
４

２０
０９
年
完
了

サ
イ
ト
解
放
済

安
全
貯
蔵

�
�
�
�
�

１９
�
�

１９
６３
�１
２
�１
８
～
１９
６７
�０
１
�０
１

�
�
�
�

１１
５

２０
３６
年
完
了
予
定

安
全
貯
蔵
中
（
２０
０７
年
～
２０
２７
年
）

安
全
貯
蔵

�
�
�

２０
７
�
�

１９
６０
�０
７
�０
４
～
１９
７８
�１
０
�３
１

ド
レ
ス
デ
ン

－１
１１
６

１９
７４
年
完
了

サ
イ
ト
解
放
済

即
時
解
体

�
�
�

２４
�
�

１９
６４
�０
７
�０
１
～
１９
６８
�０
２
�０
１

エ
ル
ク
リ
バ
ー

１１
７

２０
１２
年
予
定

解
体
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

６５
�
�

１９
６６
�０
８
�０
５
～
１９
７２
�０
９
�２
２

エ
ン
リ
コ
・
フ
ェ
ル
ミ

－１
１１
８

未
定

安
全
貯
蔵
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

２０
�
�

１９
６５
�０
１
�０
１
～
１９
９４
�０
９
�０
１

�
�
�
－Ⅱ

１１
９

７５
年
間
��
�
後
解
体

��
�（
繭
化
）方
式
の
安
全
貯
蔵
準
備
中

安
全
貯
蔵

�
�
�
�

８６
０
�
�

１９
６６
�０
４
�０
１
～
１９
８８
�０
２
�０
１

ハ
ン
フ
ォ
ー
ド
Ｎ
原
子
炉

１２
０

１９
９７
年
完
了

サ
イ
ト
解
放
済

即
時
解
体

�
�
�
�

３４
２
�
�

１９
７９
�０
７
�０
１
～
１９
８９
�０
８
�２
９

フ
ォ
ー
ト
・
セ
ン
ト
・
ブ
レ
イ
ン

１２
１

２０
０７
年
完
了

サ
イ
ト
解
放
済

即
時
解
体

�
�
�

６０
３
�
�

１９
６８
�０
１
�０
１
～
１９
９６
�１
２
�０
５

ハ
ダ
ム
ネ
ッ
ク
（
�
・
�
）

１２
２

１９
６９
年
完
了

隔
離
中
（
１０
０
年
以
上
）

遮
へ
い
隔
離

そ
の
他

８４
�
�

１９
６３
�１
１
�０
１
～
１９
６４
�０
９
�０
１

ハ
ー
ラ
ム

１２
３

２０
１５
年
完
了
予
定

解
体
準
備
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

６５
�
�

１９
６３
�０
８
�０
１
～
１９
７６
�０
７
�０
２

フ
ン
ボ
ル
ト
・
ベ
イ
ー

１２
４



－　３６　－

廃
止
措
置
完
了

（
予
定
）
時
期

廃
止
措
置
現
状

廃
止
措
置

方
式

炉
　
型

電
気
出
力

（
グ
ロ
ス
）

運
　
転
　
期
　
間

施
　
　
設
　
　
名

国
�
�．

２０
２６
年
完
了
予
定

安
全
貯
蔵
中
（
～
２０
１３
年

安
全
貯
蔵

�
�
�

２７
７
�
�

１９
６２
�１
０
�０
１
～
１９
７４
�１
０
�３
１

イ
ン
デ
ア
ン
・
ポ
イ
ン
ト

－１

ア
メ
リ
カ

３０
基

１２
５

２０
２６
年
完
了
予
定

解
体
予
定

安
全
貯
蔵

�
�
�

５３
�
�

１９
６９
�１
１
�０
７
～
１９
８７
�０
４
�３
０

ラ
ク
ロ
ス

１２
６

２０
０５
年
完
了

サ
イ
ト
解
放
済

即
時
解
体

�
�
�

９０
０
�
�

１９
７２
�１
２
�２
８
～
１９
９７
�０
８
�０
１

メ
イ
ン
ヤ
ン
キ
ー

１２
７

未
定

安
全
貯
蔵
中

安
全
貯
蔵

�
�
�

６８
４
�
�

１９
７１
�０
３
�０
１
～
１９
９８
�０
７
�０
１

ミ
ル
ス
ト
ン
－１

１２
８

２０
０７
年
完
了

サ
イ
ト
解
放
済

安
全
貯
蔵

�
�
�

６６
�
�

１９
６６
�０
７
�０
２
～
１９
６７
�１
０
�０
１

パ
ス
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー

１２
９

２０
３４
年
以
降
予
定

安
全
貯
蔵
中

安
全
貯
蔵

�
�
�
�

４２
�
�

１９
６７
�０
６
�０
１
～
１９
７４
�１
１
�０
１

ピ
ー
チ
ボ
ト
ム

－１
１３
０

１９
６９
年
完
了

隔
離
中
（
放
射
能
減
衰
に
１２
０
年
以
上
）

遮
へ
い
隔
離

そ
の
他

１２
�
�

１９
６３
�１
１
�０
１
～
１９
６６
�０
１
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第2 4 回「報告と講演の会」開催のご案内（変更）

　当センターのホームページ等でご案内いたしました第��回「報告と講演の会」の開催日は下記
のように日程が変更になりました。
　本「報告と講演の会」では、当センターの事業を報告させて頂くとともに、特別講演を予定し
ています。詳細に関しましてはホームページ等にてご案内いたします。奮ってご参加ください。

開催日時：平成２５年１月２１日（月）　午後１時～午後５時
開催場所：東京都港区赤坂１－９－１３　三会堂ビル９階　石垣記念ホール
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